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３ ２ 第
な み 場 六

自 る 前 な 合 十
者 項 し に 九動
を の て お 条車
自 規 、 い製
動 定 自 て 前造
車 の 動 も 条業
の 適 車 、 第者

２（
自 施 く 同
動 行 も 法 前
車 令 の 第 項
取 第 と 三 の
得 四 し 条 「
税 十 、 の 自
の 二 前 大 動
み 条 項 型 車

第 項（
六 自 第 」 第
十 動 二 を 三
八 車 章 十「
条 取 第 第 同 九

得 七 七 条 条
自 税 節 節 第 の
動 の を 四 八
車 納 自 次 十 中
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五 第 八 七
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者 受 税 売 の動
と け を 買 自車
み る 課 契 動販
な 自 す 約 車売
し 動 る の業 （
て 車 。 締 以者
、 に 結 下又
自 つ を こは
動 い 同 の施
車 て 項 節

な の の 特 」
す 二 殊 と「
課 に 自 自 は
税 規 動 動 、
） 定 車 車 道

す の 及 路
る 取 び 運
自 得 小 送
動 」 型 車
車 に 特 両
の は 殊 法
取 、 自 第

取 税 動 の 六 「
得 義 車 よ 項 第
税 務 取 う 」 五
は 者 得 に に 十
、 等 税 改 改 三
自 ） め め 条
動 る る 第
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取 二
得 項
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第（
自 七
動 十
車 二
取 条
得
税 自
の 動
徴 車

第（ （
自 七 自 四
動 十 動 条
車 一 車 前 第
取 条 取 条 一
得 得 第 項
税 自 税 三 の
の 動 の 項 負
免 車 税 又 担

２
三 二 一 と

合 い 次
代 そ 自 無 う に
物 の 動 償 。 掲
弁 他 車 で ） げ
済 特 を さ を る
に 別 譲 れ 前 自
係 の 渡 た 項 動

第 ４（
七 自 の し
十 動 取 法 た
条 車 得 の と

取 と 施 き
自 得 、 行 は
動 税 当 地 、
車 の 該 外 当
取 課 自 で 該

の 登 自 車 に
交 録 動 の お
付 を 車 貸 い
を 受 の 与 て
受 け 取 を 同
け た 得 受 じ
た と 者 け 。
と き と た ）

収 の
の 取
方 得
法 価
） 額

が
十
五
万
円
以
下

税 取 率 は 付
点 得 ） 第 遺
） 税 四 贈

の 項 を
税 の 含
率 規 む
は 定 。
、 に ）
百 よ に
分 り 係
の 自 る
三 動 財

る 事 し 自 の 車
給 情 た 動 取 の
付 が 者 車 得 取
と あ が の 価 得
し る 親 取 額 に
て 場 族 得 と つ
又 合 そ み い
は に の な て
交 お 他 す は
換 け 当 。 、
若 る 該 施
し 自 自 行

得 税 動 自 自
税 標 車 動 動
の 準 を 車 車
課 ） 運 を の
税 行 取 登
標 の 得 録
準 用 し 、
は に た 自
、 供 者 動
自 す が 車
動 る 、 検
車 者 当 査

き み 者 以（
当 な が 外（

同 該 し こ の
法 登 て れ 目
第 録 、 を 的
五 前 自 運 に
十 に 動 行 供
九 第 車 の す
条 一 取 用 る
第 項 得 に た
一 の 税 供 め
項 規 を し 取

で
あ
る
自
動
車
の
取
得
に
対

と 車 産
す の の
る 取 移
。 得 転

が と
あ し
つ て
た さ
も れ
の た
と 場

く 動 動 規
は 車 車 則
民 の を 第
法 取 取
第 得 得
五 で し
百 当 た 条
五 該 者 に
十 自 と 規
三 動 特 定
条 車 殊 す

の を 該 証
取 自 自 の
得 動 動 交
価 車 車 付
額 の を 又
と 取 持 は
す 得 ち 届
る 者 込 出
。 と ん を

み で 当
な 運 該

に 定 課 た 得
規 の す 場 し
定 適 る 合 た
す 用 。 を 自
る が こ 含 動
検 あ の む 車
査 る 場 。 に
対 自 合 ） つ
象 動 に に い
軽 車 お お て
自 の い い 、

し
て
は
、
自
動
車
取
得
税
を

み 合
な に
さ お
れ け
る る
場 自
合 動
に 車
お の
け 取
る 得

の に の る
負 係 関 と
担 る 係 こ
付 通 の ろ
贈 常 あ に
与 の る よ

取 者 り（
被 引 で 算
相 価 施 定
続 額 行 し
人 と 令 た

し 行 運
て の 行
、 用 の
自 に 用
動 供 に
車 し 供
取 た す
得 場 る
税 合 こ
を に と
課 は と

動 売 て て 当
車 買 、 は 該
に が 当 、 販
係 さ 該 当 売
る れ 販 該 業
場 た 売 運 者
合 と 業 行 等
に き 者 の が
限 を 等 用 運
る 除 が に 行
。 く 、 供 の

課
さ
な
い
。

当
該
自
動
車
の
取
得

か 異 第 金
ら な 四 額
相 る 十 （
続 取 二 以
人 得 条 下
以 価 の こ
外 額 五 の
の に 第 条
者 よ 一 に
に る 項 お
対 も に い

す 、 み
る 当 な
。 該 す

自 。
動
車
を
運
行
の
用

） 。 当 す 用
又 ） 該 る に
は 、 自 こ 供
同 同 動 と し
法 法 車 を た
第 第 に 自 場
九 六 つ 動 合
十 十 い 車 （
七 条 て の 当
条 の 、 取 該
の 規 同 得 販

三

し の 規 て
て 定 「
さ す 通
れ る 常
た も の
同 の 取
法 で 引
第 あ 価
千 る 額
二 場 」

に
供
す
る
こ
と
を
自
動
車

三 定 法 と 売
の に 第 、 業
規 よ 七 当 者
定 る 条 該 等
に 自 の 販 か
よ 動 規 売 ら
る 車 定 業 当
届 検 に 者 該
出 査 よ 等 自
を 証 る を 動
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三

自
動
車
の
取
得

３ ２
二 一 な 定

前 く を 前
自 納 項 、 受 条
動 税 の 修 け 若
車 義 修 正 た し
を 務 正 申 者 く
譲 者 申 告 は は
渡 の 告 書 、 前

第 （
知 七 自 四
が 十 動 時
あ 五 車 前 ）
る 条 取 三
ま 得 号
で 前 税 の
は 条 の 自
、 の 期 動

三 二
る 取 条（

得 前 そ 道 のべ
又 二 の 三路き
は 号 日 の運自
道 の 前 規送動
路 自 に 定車車
運 動 当 に両の

第 第（
一 る 七 自 七

申 十 動 十
道 告 四 車 三
路 書 条 取 条
運 を 得
送 知 自 税 自
車 事 動 の 動
両 に 車 申 車

が
さ
れ
た
年
月
日

し 住 書 を 当 項
た 所 に 知 該 若
者 及 は 事 申 し
の び 、 に 告 く
住 氏 次 提 書 は
所 名 に 出 若 こ
及 又 掲 す し の
び は げ る く 項
氏 名 る と は の
名 称 事 と 修 規
又 項 も 正 定
は を に 申 に

前 規 限 車
条 定 後 の
の に 申 取
規 よ 告 得
定 つ 及 以
に て び 外
よ 申 修 の
つ 告 正 自
て 書 申 動
申 を 告 車
告 提 納 の
納 出 付 取

送 車 該 よ法取
車 の 登 る第得
両 取 録 届十
法 得 を 出当 三
施 以 受 が該 条
行 外 け さ記 の
規 の た れ入 規
則 自 と るを 定

動 き 自受 に（
昭 車 は 動け よ
和 の 、 車る る
二 取 当 に

法 提 取 告 取
第 出 得 納 得
七 す 税 付 税
条 る の ） の
の と 納 徴
規 と 税 収
定 も 義 に
に に 務 つ
よ 、 者 い
る そ は て
登 の 、 は
録 申 次 、

名 記 、 告 よ
称 載 そ 書 つ

し の 又 て
な 修 は 申
け 正 当 告
れ に 該 書
ば よ 更 若
な り 正 し
ら 増 若 く
な 加 し は
い し く 修

付 す ） 得
す べ
る き 当
こ 者 該
と は 自
が 、 動
で 当 車
き 該 の
る 申 取
。 告 得

書 の

べ 登
十 得 該 係き 録
六 で 登 る事 を
年 、 録 自由 受
運 道 の 動が け
輸 路 時 車あ る省 運 ） のつ べ令 送 取た き第 車 得日 自七 両か 動十 法 当ら 車四 第 該

、 告 の 申
同 し 各 告
法 た 号 納
第 税 に 付
五 額 掲 の
十 を げ 方
九 納 る 法
条 付 自 に
の し 動 よ
規 な 車 る
定 け の 。

。 た は 正
税 決 申
額 定 告
を に 書
納 係 を
付 る 提
し 課 出
な 税 し
け 標 た
れ 準 者
ば 額 又

の 日
提 か
出 ら
期 十
限 五
後 日
に を
お 経
い 過
て す
も る

十 の号 六 登五 取） 十 録日 得第 七 、を 六 条 検当経 十 第 査該過 三 一 又登す 条 項 は録る の の 届を日 四 規 出受第 定 の（
けそ 一 に 時

に れ 取
よ ば 得
る な の
検 ら 区
査 な 分

い に（
検 。 応
査 じ
対 、
象 当
軽 該

な 又 は
ら は 法
な 税 第
い 額 百
。 に 二

つ 十
い 九
て 条
不 の
足 規
額 定

、 日
法
第
百
二
十
九
条
第
四
項

るの 項 よ
べ日 の る
き前 規 自
事に 定 動
由当 に 車
が該 よ 検
あ記 る 査
つ入 軽 証
たを 自 の
日受 動 記
かけ 車 入

自 各
動 号
車 に
に 定
係 め
る る
も 時
の 又
に は
限 日
る ま

が に
よあ

る る
場 更
合 正
に 若
は し
、 く
遅 は
滞 決

の
規
定
に
よ
る
決
定
の
通

らた 届 を
十と 受出
五き 済 け
日は 証 る

、 をの べ
当 経記 き
該 過入 自
記 すを 動
入 る受 車
の け の 日

。 で
） に
又 、
は 施
同 行
法 規
第 則
九 で
十 定
七 め

四
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２
証
紙 収
の 納
額 計
面 器
金 取
額 扱
に 人

第 ４（
こ 七 証 な
と 十 紙 ら 知
が 七 代 な 事
で 条 金 い は
き 収 。 、
な 証 納 第
い 紙 計 二
。 代 器 項

３ ２
額 で な 号

前 に 、 自 け ）
項 相 知 動 れ に
の 当 事 車 ば 定
印 す が 取 な め
影 る 定 得 ら る
で 金 め 税 な と
そ 額 る の い こ

第 （
十 七 自 十 九
一 十 動
条 六 車 前 前
の 条 取 各 号
規 得 号 の
定 自 税 に 自
に 動 の 掲 動
よ 車 納 げ 車

八 七 六 五 四

自 自 自 自 自
動 動 動 動 動
車 車 車 車 車
取 の の の の
得 取 定 種 取
税 得 置 類 得

相 は
当 、
す 証
る 紙
金 代
額 金
の 収
総 納
額 計
を 器
県 を
に 使

金 取 の
収 扱 規
納 人 定
計 等 に
器 ） よ
は る
、 証
知 紙
事 の
が 額
指 面
定 金

の の 形 納 。 ろ
印 表 式 税 に
影 示 の 義 よ
面 さ 印 務 り
が れ 影 者 、
著 た を は 第
し 証 生 、 七
く 紙 ず 前 十
汚 代 べ 項 四
染 金 き の 条
し 収 印 証 又
又 納 紙 は

り 取 付 る 取
当 得 の も 得
該 税 方 の 税
自 の 法 の 額
動 納 ） ほ に
車 税 か 相
取 義 、 当
得 務 知 す
税 者 事 る
額 は に 金
に 、 お 額
係 第 い か

の に 場 、 の
課 係 用 原
税 る 途 因
標 既 、
準 に 車
額 納 名
及 付 及
び の び
税 確 型
額 定 式

し
た

納 用
付 す
し る
な た
け め
れ の
ば 必
な 要
ら な
な 措
い 置

し 額
た に
証 相
紙 当
代 す
金 る
収 現
納 金
計 の
器 納
取 付

（
は 印 以 を 前
損 の 下 は 条
傷 押 る 第「
し 印 証 こ 一
た を 紙 と 項
も 受 代 に 若
の け 金 代 し
は 、 収 え く
、 又 納 て は
無 は 印 、 第
効 当 」 当 二

る 七 て ら
延 十 必 第
滞 四 要 七
金 条 が 号
額 又 あ の
を は る 自
納 前 と 動
付 条 認 車
す 第 め 取
る 一 る 得
場 項 事 税

自
動
車
取
得
税
額

。 を
受
け
る
時
ま
で
に
、
当
該

扱 が
人 あ

つ（
以 た
下 と

き「
収 は
納 、
計 当
器 該
取 申

と 該 と 該 項
す 証 い 申 の
る 紙 う 告 規
。 の 。 書 定

額 ） 若 に
面 を し よ
金 付 く る
額 し は 申
に た 修 告
相 も 正 書
当 の 申 又

合 若 項 額
を し に
含 く 相
む は 当
。 第 す
） 二 る
に 項 金
は の 額
、 規 を
山 定 控
口 に 除

証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
り

扱 告
人 書
」 又
と は
い 修
う 正
。 申
） 告
で 書
な に
け 納

す を 告 は
る い 書 修
現 う に 正
金 。 証 申
を 以 紙 告
納 下 代 書
付 同 金 に
す じ 収 同
る 。 納 条
こ ） 計 例
と に 器 に

県 よ し
収 り た
入 自 金
証 動 額
紙 車
条 取
例 得

税（
昭 額
和 を
三 納

表
示
す
る
こ
と

五 が
で
き
る

れ 税
ば 済
、 印
こ を
れ 押
を さ
取 な
り け
扱 れ
う ば

が よ 定（
知で り め

き 当 事 る
る 該 が 証
。 証 指 紙

紙 定 を
の す は
額 る つ
面 計 て
金 器 し

十 付
九 す
年 る
山 場
口 合
県 （
条 法
例 第
第 百
八 三
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六

前
各
号
に
掲
げ

第
五 四 三 二 一 八

十
自 自 自 返 申 条
動 動 動 還 請
車 車 車 し 者 法
を を の た の 第
返 返 返 自 住 百
還 還 還 動 所 二

（
自 六 五 四 三
動
車 前 譲 譲 譲
の 各 渡 渡 渡
返 号 担 担 担
還 に 保 保 保
が 掲 財 財 財
あ げ 産 産 産

第 （
二 一 に 譲 報七

、 渡 告十
自 納 次 担 書九
動 税 に 保 を条
車 義 掲 財 知
の 務 げ 産 事法
種 者 る の に第
類 の 事 取 提百

第 ３（
車 七 自 同
の 十 動 様 知
取 八 車 と 事
得 条 の す は
で 取 る 、
あ 自 得 。 第
る 動 に 一
場 車 係 項

る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
に
お
い

し し を 車 及 十
た た 受 の び 六
年 理 け 種 氏 条
月 由 た 類 名 第
日 自 、 又 一

動 用 は 項
車 途 名 の
販 、 称 申
売 車 請
業 名 を
者 及 す
の び る

つ る の に の
た も 設 よ 設
場 の 定 り 定
合 の の 担 者
の ほ 年 保 の
自 か 月 さ 住
動 、 日 れ 所
車 知 る 及
取 事 債 び
得 に 権 氏
税 お の 名
の い 内 又

、 住 項 得 出二
用 所 を に し十
途 及 記 対 な五
、 び 載 し け条
車 氏 し て れ第
名 名 た 課 ば二
及 又 申 す な項
び は 告 る らの
型 名 書 自 な申
式 称 を 動 い告

知 車 。を
事 取

合 の る の
に 取 報 規
お 得 告 定
い を ） に
て し よ
は た り
、 者 収
第 は 納
七 、 計
十 そ 器
四 の 取
条 取 扱

て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
事

住 型 者
所 式 は
及 、
び 次
氏 に
名 掲
又 げ
は る
名 事
称 項

を

還 て 容 は
付 必 名
又 要 称
は が
納 あ
付 る
義 と
務 認
の め
免 る
除 事

す
に 得る
提 税者
出 のは
し 徴、
な 収第
け 猶七れ 予十ば に四な 係条ら る各な 申

各 得 人
号 価 を
に 額 指
掲 が 定
げ 十 し
る 五 た
自 万 と
動 円 き
車 以 は
の 下 、
取 で 直

項 記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

の 項
申
請
）

号い 告に。 ）掲
げ
る
自
動
車
の
取
得

得 あ ち
の る に
区 場 そ
分 合 の
に 又 旨
応 は を
じ 当 告
、 該 示
当 自 し
該 動 な
各 車 け

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

号 の れ
に 取 ば
定 得 な
め が ら
る 法 な
時 第 い
又 百 。
は 十 当
日 五 該
ま 条 指
で 第 定

。 に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で

に 二 を
、 項 取
施 各 り
行 号 消
規 に し
則 掲 た
で げ と
定 る き
め 自 も
る 動 、

六
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証 れ
」 た
と 身
い 体
う 障
。 害
） 者
を 、

は て に 律（
以 精 よ 第「
下 神 身 り 二
こ 保 体 戦 百
の 健 障 傷 八
項 及 害 病 十
に び 者 者 三
お 精 手 手 号

３ ２
次 旨
に 第 を 前 場 自
掲 一 記 項 合 動
げ 項 載 第 に 車
る 第 し 一 は に
事 三 た 号 、 係
項 号 申 又 当 る
を の 請 は 該 当

三 二 一
体 神
障 障 身 日 公
害 害 体 本 的
者 者 に 赤 医
等 」 障 十 療

と 害 字 機（
身 い を 社 関

第 ２ 第 （
八 を 八 自
十 第 限 十 動
条 五 度 条 車
の 十 と の 取
三 三 し 二 得

条 て 税
知 第 当 知 の
事 四 該 事 減

提 身
示 体
し 障
な 害
け 者
れ 等
ば と
な 生
ら 計
な を
い 一
。 に

い 神 帳 帳 ）
て 障 」 の 第

害 と 交 十「
精 者 い 付 五
神 福 う を 条
障 祉 。 受 の
害 に ） け 規
者 関 、 て 定
保 す 厚 い に
健 る 生 る よ
福 法 労 者 り
祉 律 働 で 交

記 規 書 第 身 該
載 定 を 二 体 身
し に 知 号 障 体
た よ 事 の 害 障
申 り に 規 者 害
請 自 提 定 等 者
書 動 出 に と 等
に 車 し よ 生 の
減 取 な り 計 自
免 得 け 自 を 動
を 税 れ 動 一 車
必 の ば 車 に の

体 う 有 の の
障 。 し 血 開
害 ） 歩 液 設
者 の 行 事 者
等 た が 業 の
の め 困 の 救
み に 難 用 急
で 当 な に 自
構 該 者 供 動
成 身 す 車（
さ 体 以 る 又
れ 障 下 自 は

は 項 自 は 免
、 の 動 、 ）
次 規 車 天
の 定 取 災
各 は 得 そ
号 、 税 の
の 前 を 他
い 項 減 特
ず の 免 別
れ 規 す の
か 定 る 事
に に こ 情

す
る
者
又
は
身
体
障
害
者
等

手 大 身 付（
帳 昭 臣 体 さ
」 和 の 障 れ
と 二 定 害 た
い 十 め 者 身
う 五 る 手 体
。 年 と 帳 障
） 法 こ の 害
及 律 ろ 交 者
び 第 に 付 手
道 百 よ を 帳

要 減 な 取 す 取
と 免 ら 得 る 得
す を な 税 者 （
る 受 い の の 当
理 け 。 減 自 該
由 よ 免 動 身
を う を 車 体
証 と 受 の 障
明 す け 取 害
す る よ 得 者
る 者 う を 等

る 害 動 専「
世 者 身 車 ら
帯 若 体 に へ
に し 障 係 き
属 く 害 る 地
す は 者 自 の
る 精 」 動 巡
者 神 と 車 回
に 障 い の 診
限 害 う 取 療
る 者 。 得 の

該 よ と が
当 り が あ
す 自 で る
る 動 き 場
自 車 る 合
動 取 。 に
車 得 お
の 税 い
取 の て
得 減 自
に 免 動

世
帯
員
を
常
時
介
護
す
る
者

路 二 り 受 （
交 十 交 け 戦
通 三 付 て 傷
法 号 さ い 病

） れ な 者（
昭 第 た い 特
和 四 療 も 別
三 十 育 の 援
十 五 手 に 護
五 条 帳 あ 法
年 の つ

書 は と 含 が
類 、 す む 身
を 当 る 。 体
添 該 者 ） 障
付 自 は で 害
し 動 、 知 者
て 車 当 事 で
提 取 該 が 年
出 得 自 必 齢
す 税 動 要 十
る を 車 と 八

。 ） 用（
以 以 又 に
下 下 は 供

身 す「 「
身 身 体 る
体 体 障 自
障 障 害 動
害 害 者 車
者 者 若 に
等 等 し 係
世 」 く る

対 を 車
し 受 取
て け 得
は よ 税
、 う の
自 と 減
動 す 免
車 る を
取 者 必
得 に 要
税 係 と

の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の

（ （
法 規 以 て 昭
律 定 下 は 和
第 に こ 、 三
百 よ の 戦 十
五 り 項 傷 八
号 交 に 病 年
） 付 お 者 法
第 さ い 手 律
九 れ て 帳 第
十 た と 百「
二 精 療 す 六

と 納 取 認 歳
と 付 得 め 未
も す 税 る 満
に る を も の
、 こ 納 の も
身 と 付 の
体 と す で
障 さ る あ
害 れ こ る
者 て と 場
福 い と 合

帯 と は 自
員 い 精 動
」 う 神 車
と 。 に の
い ） 障 取
う と 害 得
。 生 を
） 計 有
を を し
常 一 歩
時 に 行

を る す
減 減 る
免 免 と
す の 認
る 申 め
こ 請 る
と に 者
が つ に
で い 限
き て り
る 準 、

項
に
お
い
て
「

七 運
転
免
許

条 神 育 る 十
の 障 手 。 八
規 害 帳 以 号
定 者 」 下 ）
に 保 と こ 第
よ 健 い の 四
り 福 う 項 条
交 祉 。 に の
付 手 ） お 規
さ 帳 又 い 定

祉 る さ 又
法 際 れ は

に て 精（
昭 、 い 神
和 知 る 障
二 事 際 害
十 に に 者
四 対 、 で
年 し そ あ
法 、 の る

介 す が
護 る 困
す 者 難
る 若 な
者 し 者
が く （
運 は 以
転 当 下
す 該 「
る 身 精

。 用 知
す 事
る が
。 必

要
と
認
め
る
額
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五
十
五
号
）
第
二
条

３ ２
で を に う
、 軽 行 つ 前 者
一 油 つ き 項 に
気 引 た 現 の 課
圧 取 も 実 場 す
に 税 の の 合 る
お は と 納 に 。
い 、 み 入 お

第 （
引 八 軽 第
取 十 油 二
り 一 引 章
を 条 取 第 第
除 税 七 七
く 軽 の 節 節
。 油 納 の の
次 引 税 二 次

第 （
の 八 自 七 六
九 十 動
に 条 車 前 自

条 規 の 取 各 動
に 定 四 得 号 車
規 す 税 に 登
定 る 知 の 掲 録
す と 事 市 げ 番

五 四 三 二 一

運 身 自 身 減
転 体 動 体 免
免 障 車 障 を
許 害 を 害 受
証 者 運 者 け
の 手 転 等 る

第
一
項
に
規
定
す
る
揮
発
油

て 前 な を い
温 二 し 伴 て
度 項 て う 、
十 に 、 引 特
五 規 同 取 約
度 定 項 り 業
で す の を 者
液 る 規 行 又
状 場 定 う は
で 合 を 者 元
あ の 適 が 売
る ほ 用 あ 業

項 取 義 に
に 税 務 軽 次
お は 者 油 の
い 、 等 引 一
て 特 ） 取 節
同 約 税 を
じ 業 加
。 者 え
） 又 る
で は 。
当 元
該 売

る こ は 町 る 号
も ろ 、 に も 、
の に 納 対 の 主
を よ 付 す の た
除 り さ る ほ る
く 、 れ 交 か 定
。 市 た 付 、 置
） 町 自 ） 知 場
の に 動 事 、
延 対 車 に 種
長 し 取 お 別
及 、 得 い 、

番 帳 す の 者
号 、 る 住 の
、 療 者 所 住
交 育 の 及 所
付 手 住 び 及
年 帳 所 氏 び
月 又 及 名 氏
日 は び 並 名
及 精 氏 び 並
び 神 名 に び
有 障 並 年 に
効 害 び 齢 減（

同
法
第
六
条
に
お
い
て
揮
発

も か す る 者
の 、 る と か
を 特 。 き ら
含 約 は の
む 業 、 軽
。 者 そ 油
以 又 の の
下 は 者 引
こ 元 が 取
の 売 当 り
節 業 該 を

引 業
取 者
り か
に ら
係 の
る 軽
軽 油
油 の
の 引
現 取
実 り

び 当 税 て 用
面 該 額 必 途
積 市 に 要 及
に 町 相 が び
あ が 当 あ 使
ん 管 す る 用
分 理 る と 目
し す 額 認 的
て る に め
交 市 百 る
付 町 分 事

期 者 に 免
限 保 身 を
並 健 体 受
び 福 障 け
に 祉 害 る
運 手 者 者
転 帳 等 が
免 の と 身
許 番 の 体
の 号 関 障
種 、 係 害

油
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

に 者 納 行
お が 入 う
い 炭 の 者
て 化 時 が
同 水 に 当
じ 素 当 該
。 油 該 引
） 特 取（
で 炭 約 り
軽 化 業 に
油 水 者 係

の （
納 特
入 約
を 業
伴 者
う の
も 元
の 売
に 業
対 者
し か

す 道 の 項
る 九（
も 当 十
の 該 五
と 市 を
す 町 乗
る が じ
。 そ て

の 得
管 た
理 額

類 交 者
及 付 等
び 年 と
条 月 生
件 日 計
が 、 を
付 障 一
さ 害 に
れ 名 す
て 及 る
い び 者

む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

又 素 又 る
は と は 軽
揮 そ 元 油
発 の 売 の
油 他 業 現

の 者 実（
揮 物 か の
発 と ら 納
油 の 当 入
税 混 該 を
法 合 納 受

、 ら
そ の
の 引
数 取
量 り
を 及
課 び
税 元
標 売
準 業
と 者

に の
つ 十
い 分
て の
経 七
費 に
を 相
負 当
担 す
し る
な 額

る 障 で
場 害 あ
合 の る
に 程 場
は 度 合
そ に
の は
条 、
件 当

該
身

節
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

物 入 け（
又 な昭 に

和 は 係 い
三 単 る 場
十 一 軽 合
二 の 油 に
年 炭 の 当
法 化 引 該
律 水 取 軽
第 素 り 油

し の
他て

、 の
そ 元
の 売
引 業
取 者
り か
を ら
行 の

い を
も 、
の 施
及 行
び 令
施 第
行 四
規 十
則 二
第 条

体
障
害
者
等
と
の
関
係

八
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し が
て 課
得 さ
た れ
数 、
量 又
） は
で 課

６
実 た 油（
の 特 軽 数 又
納 別 油 量 は
入 徴 引 と 揮
が 収 取 す 発
行 義 税 る 油
わ 務 は 。 が
れ 者 、 ） 含

５
車 素 車 自 は
用 油 を 動 軽 揮
炭 道 車 油 発（
化 燃 路 を 引 油
水 料 に 運 取 に
素 炭 お 行 税 相
油 化 い の は 当
譲 水 て 用 、 す

４
燃 第 を 者
料 一 販 」 軽
炭 号 売 と 油
化 若 し い 引
水 し た う 取
素 く 場 。 税
油 は 合 ） は
に 第 又 が 、

売 は 認 う 外
業 、 。 のを
者 当 ） も受
に 該 を のけ
課 含 自た （
す ま 動 同当
る れ 車 法該
。 て の 第販

施 さ
行 れ
令 る
第 べ
四 き
十 軽
三 油
条 が
の 含
二 ま
の れ
規 て

て が 前 を ま
い 引 各 課 れ
な 渡 項 税 て
い し に 標 い
軽 を 規 準 る
油 行 定 と と
を つ す し き
含 た る て は
む 軽 場 、 、
。 油 合 当 当
以 に の 該 該
下 つ ほ 自 含

渡 素 運 に 前 る
証 油 行 供 各 部
の に の す 項 分
交 あ 用 る に の
付 つ に も 規 炭
を て 供 の 定 化
受 は す を す 水
け 、 る い る 素
た 法 た う 場 油
も 第 め 。 合 の
の 百 消 以 の 数
を 四 費 下 ほ 量

既 二 は 、 前
に 号 燃 軽 三
軽 の 料 油 項
油 規 炭 に に
引 定 化 軽 規
取 に 水 油 定
税 よ 素 以 す
又 り 油 外 る
は 製 を の 場
揮 造 自 炭 合
発 の 動 化 の
油 承 車 水

い 内 十売
る 燃 六に
軽 機 条係
油 関 又る
又 の は燃
は 燃 第料
揮 料 十炭
発 と 六化
油 し 条水
に て の素
相 販 二油
当 売 に

定 い
に る
よ と
つ き
て は
算 、
定 当
し 該
た 所
も 有
の に

こ き か 動 ま
の 現 、 車 れ
項 実 軽 の て
及 の 油 保 い
び 納 引 有 る
第 入 取 者 軽
八 が 税 に 油
十 行 の 課 若
一 わ 特 す し
条 れ 別 る く
の て 徴 。 は

い 十 し こ か を
う 四 た の 、 控
。 条 場 節 自 除
） の 合 に 動 し
に 三 に お 車 た
既 十 限 い の 数
に 二 る て 保 量
軽 第 。 同 有 と
油 一 ） じ 者 す
引 項 に 。 る（
取 第 お ） 自 。

ほ
税 認 の 素 か
が を 内 油 、
課 受 燃 を 特
さ け 機 混 約
れ た 関 和 業
、 当 の し 者又 該 燃 若 又は 販 料 し は課 売 と く 元さ に し は 売れ 係 て 軽

に
す し 規既
る た 定に
部 場 す軽
分 合 る油の に 揮引炭 お 発取化 い 油税水 て の又素 は うは油 、 ち揮の そ 灯

を 係
課 る
税 軽
標 油
準 の
と 数
し 量
て か
、 ら
当 当
該 該

二 い 収 燃
十 な 義 料
二 い 務 炭
に 場 者 化
お 合 が 水
い を そ 素
て 含 の 油
同 む 特 又
じ 。 別 は
。 ） 徴 揮
） に 収 発

税 四 い が 動 ）
又 号 て 炭 車 を
は の は 化 の 課
揮 規 、 水 所 税
発 定 当 素 有 標
油 に 該 油 者 準
税 よ 炭 を そ と
が り 化 自 の し
課 消 水 動 他 て
さ 費 素 車 自 、
れ の 油 の 動 当

業る る 販 油 者べ 軽 売 以 以き 油 し 外 外軽 又 た の の油 は 場 炭 石又 同 合 化 油は 項 に 水 製揮 第 お 素
品発 三 い 油
の油 号 て と
販が の は 軽

発数 の 油油量 販 に税を 売 該が控 量 当課除 す（さし 法 るれた 第 も、数 百 の又量 四 を
はと 十 含
課す 四 む

所 含
有 ま
し れ
て て
い い
る る
者 軽
に 油
課 に
す 相
る 当

の お の 油
数 い 義 に
量 て 務 相

は が 当（
当 、 消 す
該 そ 滅 る
所 の し 部
有 所 た 分
に 有 時 の
係 に に 炭
る 係 軽 化

、 承 の 内 車 該
又 認 消 燃 を 石
は を 費 機 使 油
課 受 に 関 用 製
さ け 対 の す 品
れ 、 し 燃 る 販
る 又 、 料 権 売
べ は 消 と 利 業
き 同 費 し を 者
軽 条 量 て 有 に
油 第 消 す 課

売含 規 、 油
業ま 定 そ 以
者れ に の 外

て よ 販 の （
以い り 売 炭
下る 譲 量 化
こと 渡 水（
のき の 法 素
節は 承 第 油
に、 認 百 を
お当 を 四 混

さる 条 。
れ。 の 以
る） 三 下
べを 十 こ
き課 二 の
軽税 第 節
油標 一 に
又準 項 お
はと 第 い
揮し 三 て
発て 号

。 す
る
部
分
の
数

九 量
を
控
除

軽 る 油 水
を油 軽 素

に 油 所 油
既 有 の（
に 引 し 数
軽 渡 て 量
油 し い を
引 の る 控
取 後 場 除
税 現 合 し

（
若 六 当 費 る す

者し 項 該 し る
く の 消 た で 。
は 規 費 場 、
燃 定 に 合 自
料 に 係 己（
炭 よ る 当 の
化 り 炭 該 た
水 自 化 自 め
素 動 水 動 に

い該 受 十 和
て含 け 四 し

ま た 条 て 「
石れ 当 の 製
油て 該 三 造
製い 販 十 さ
品る 売 二 れ
販軽 に 第 た
売油 係 一 軽

又 る 項 油 業

「
油、 の 燃
が当 規 料
含該 定 炭
ま特 に 化
れ約 よ 水
て業 り 素
い者 譲 油
る又 渡 」
とは の と

元 き 承 い
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で
施
行
令
で
定
め
る

第 ３（
き 一 八 軽 の
な 条 十 油 承 第
い 第 一 引 認 一
と 四 条 取 書 項
き 項 の 税 の 第
又 又 三 の 交 三
は は 補 付 号
そ 前 法 完 を に

２
れ 行 六
な 令 特 消
い 第 約 特 費
も 四 業 約 又
の 十 者 業 は
と 三 又 者 譲
す 条 は 及 渡
る の 元 び

五 四 三 二 一
場

特 合 第 第 元 特
約 に 八 八 売 約
業 お 十 十 業 業
者 け 一 一 者 者
及 る 条 条 が が
び 当 の の 軽 軽

第 （
に 税 譲 八 軽
課 標 渡 十 油
す 準 又 一 引
る と は 条 取
。 し 輸 の 税

て 入 二 の
、 を み
そ 同 軽 な

も
の
は
、
当
該
納
税
義
務
者
と

の 条 第 的 受 掲
所 第 百 納 け げ
在 一 四 税 な る
が 項 十 義 け 軽
明 第 四 務 れ 油
ら 五 条 ） ば の
か 号 の な 譲
で の 三 ら 渡
な 規 十 な を
い 定 二 い し
と に 第 。 よ
き よ 一 う

。 三 売 元
に 業 売
規 者 業
定 が 者
す 軽 以
る 油 外
も を の
の 使 者
を 用 が
除 し 軽
く て 油
。 軽 の

元 該 五 五 油 油
売 軽 に に を を
業 油 規 規 自 自
者 の 定 定 ら ら
以 消 す す 消 消
外 費 る る 費 費
の 軽 軽 す す
者 油 油 る る
が の の 場 場
軽 引 引 合 合
油 取 取 に に
の り り お お

れ 条 油 す
ぞ 第 引 課
れ 一 取 税
当 項 税 ）
該 に は
消 規 、
費 定 前
、 す 条
譲 る に
渡 引 規
又 取 定
は り す

連
帯
し
て
当
該
軽
油
引
取
税

は り 項 と
、 軽 第 す
当 油 一 る
該 引 号 者
軽 取 又 は
油 税 は 、
の を 第 あ
製 納 二 ら
造 付 号 か
を す の じ
行 る 規 め

） 油 輸
を 以 入
製 外 を
造 の す
す 炭 る
る 化 場
場 水 合
合 素 に
に 油 お
お け（
け 自 る

製 を を け け
造 行 行 る る
を つ つ 当 当
し た た 該 該
て 者 者 軽 軽
、 が が 油 油
当 同 他 の の
該 条 の 消 消
製 に 者 費 費
造 規 に
に 定 当

輸 と る
入 、 場
を 当 合
す 該 の
る 消 ほ
者 費 か

、 、（
関 譲 次
税 渡 の
法 又 各
第 は 号

に
係
る
徴
収
金
を
納
付
す
る

つ 義 定 施
た 務 に 行
者 を 違 令
又 負 反 第
は う し 四
当 者 て 十
該 知 三（
軽 以 事 条
油 下 の の
の こ 承 四
製 の 認 第

る 動 当
当 車 該
該 の 軽
軽 内 油
油 燃 の
の 機 輸
使 関 入
用 の
は 用
、 に
前 供

係 す 該
る る 引
軽 用 取
油 途 り
を 以 に
自 外 係
ら の る
消 用 軽
費 途 油
し に を
、 供 譲

六 輸 に
十 入 掲
七 を げ
条 す る
の る 者
輸 者 の
入 を 当
の 同 該
許 項 各
可 に 号
を 規 に

義
務
を
負
う
。

造 条 を 一
の に 受 項
用 お け の
に い な 規
供 て い 定
し で に「
た 納 製 よ
施 税 造 る
設 義 さ 届
若 務 れ 出
し 者 た 書

項 す
第 る
一 こ
号 と
又 が
は で
第 き
二 る
号 と
に 認
掲 め

又 す 渡
は る す
他 た る
の め 場
者 当 合
に 該 に
譲 引 お
渡 取 け
す り る
る に 当
場 係 該

受 定 掲
け す げ
る る る
場 引 消
合 取 費
に り 、
は を 譲
当 行 渡
該 う 又
許 者 は
可 と 輸

く 」 軽 を
油 知は と

設 い に 事
備 う つ に
を 。 い 提
所 ） て 出
有 が 、 し
す 特 第 て
る 定 八 同
者 で 十 項

げ ら
れる

軽 る
油 炭
の 化
消 水
費 素
に 油
含 で
ま 施

合 る 軽
に 軽 油
お 油 の
け を 譲
る 自 渡
当 ら
該 消
軽 費
油 す
の る

を み 入
に受 な

け し 対
る 、 し
者 そ 、
を の 当
い 数 該
う 量 消
。 を 費
） 課 、

一
〇
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３ ２

第 前
一 項
項 の
の 特
特 別
別 徴
徴 収

第 ２（
八 軽 に に
十 油 お 法 よ
一 引 け 第 つ
条 取 る 百 て
の 税 徴 四 軽
八 の 収 十 油

特 は 四 引
軽 別 、 条 取

第 第（ （
八 軽 八 軽 十 た
十 油 十 油 四 め
一 引 一 引 条 に
条 取 条 取 の 同
の 税 の 税 三 条
七 の 六 の 十 に

徴 税 一 規
軽 収 軽 率 第 定

第 第
八 二 一 な 八
十 い 十
一 既 軽 。 一
条 に 油 条
の 軽 の の
五 油 引 四

引 取
石 取 り 次

２（
軽 所 し 四
油 を く 項 前
引 事 は に 項
取 業 事 規 の
税 所 業 定 場
の 等 所 す 合
課 と る に（
税 み 以 石 お

収 義
義 務
務 者
者 は
が 、
法 第
第 八
百 十
四 一
十 条
四 第
条 一

油 徴 普 の 税
引 収 通 二 を
取 義 徴 十 課
税 務 収 二 す
の 者 の 第 る
特 ） 方 四 場
別 法 項 合
徴 に に（
収 よ 法 お
義 る 第 け
務 。 百 る
者 四 徴

油 の 油 ） 四 す
引 方 引 項 る
取 法 取 若 用
税 ） 税 し 途
の の く に
徴 税 は 供
収 率 第 す
に は 五 る
つ 、 項 軽
い 一 の 油
て キ 規 の
は ロ 定 引

油 税 で に
化 を 本 掲
学 課 邦 げ
製 さ か る
品 れ ら 軽
を た の 油
製 軽 輸 の
造 油 出 引
す に と 取
る 係 し り
事 る て に
業 引 行 対

免 な 下 油 い
除 す こ 製 て
） 。 の 品 、

項 販 納
に 売 税
お 業 義
い 者 務
て の 者

事 が「
事 業 特
業 所 定
所 若 で

の 項
七 又
第 は
一 第
項 二
の 項
規 に
定 規
に 定
よ す
る る

は 十 収
、 四 は
元 条 、
売 の 申
業 二 告
者 十 納
又 五 付
は 第 の
特 五 方
約 項 法
業 に に

、 リ に 取
特 ッ よ り
別 ト る に
徴 ル 知 対
収 に 事 し
の つ の て
方 き 承 は
法 一 認 、
に 万 が 第
よ 五 あ 八
る 千 つ 十

を 取 わ し
営 り れ て
む た は
者 も 、
が の 第
当 八
該 十
事 一
業 条
の の
事 九

等 し き
」 く な
と は い
い 前 と
う 条 き
。 第 、
） 一 又
が 項 は
明 第 納
ら 五 税
か 号 義

元 軽
売 油
業 の
者 引
の 取
指 り
定 に
又 対
は す
法 る
第 軽

者 お よ
と い る
す て 。
る 準
。 用

す
る
場
合
を
含

。 円 た 一
た と 場 条
だ す 合 の
し る に 十
、 。 限 四
第 り 第
八 、 一
十 軽 項
一 油 の
条 引 規
第 取 定

業 第
場 三
に 項
お の
い 規
て 定
施 に
行 よ
令 る
第 知
四 事

で に 務
な 規 者
い 定 の
と す 所
き る 在
は 軽 が
、 油 明
こ の ら
の 消 か
節 費 で
の 若 な

百 油
四 引
十 取
四 税
条 を
の 徴
九 収
第 し
一 な
項 け
の れ

む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
軽

三 税 に
項 を よ
か 課 る
ら さ 免
第 な 税
六 い 証
項 。 の
ま 交
で 付
又 が
は あ

十 の
三 承
条 認
の が
六 あ
に つ
規 た
定 場
す 合
る に
石 限

適 し い
用 く と
に は き
つ 譲 で
い 渡 あ
て に つ
は つ て
、 い 当
当 て 該
該 直 納
軽 接 税

規 ば
定 な
に ら
よ な
る い

一 特 。
一 約

業
者
の

油
引
取
税
を
課
す
る
場
合

第 つ
八 た
十 場
一 合
条 又
の は
二 法
の 第
規 百
定 四

油 り
化 、
学 軽
製 油
品 引
を 取
製 税
造 を
す 課
る さ

油 関 義
務の 係

製 を 者
造 有 の
が す 第
行 る 八
わ 事 十
れ 務 一
た 所 条
場 若 第
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イ

特
別
徴
収
義

２
一 れ の 別 に

ば 前 限 徴 、
事 な 項 り 収 引
務 ら の で 義 渡
所 な 登 な 務 し
又 い 録 い 者 に
は 。 の 。 と 係
事 申 し る

第 ４（
前 八 軽 に

十 油 準 次ま
一 引 じ 条で
条 取 て 第に
の 税 納 四、
十 の 入 項事

特 申 に務
軽 別 告 規所

３ ２
つ の 分 は
い 第 〇 の 前 、
て 一 ・ 一 項 そ
は 項 三 を の の
、 の を 乗 納 取
第 場 乗 じ 入 り
八 合 じ て 申 消
十 に て 得 告 さ

第 （
四 施 八 軽 指

行 十 油 定十
規 一 引 を四
則 条 取 取条
で の 税 りの
定 九 の 消七
め 申 さ第
る 軽 告 れ一

務
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名

業 請 て 軽
所 を の 油
の し 登 の
事 よ 録 納
業 う を 入
を と 知 が
開 す 事 行
始 る に わ
し 者 申 れ
よ は 請 る
う 、 し こ
と 次 な と

油 徴 書 定又
引 収 を すは
取 義 提 る事
税 務 出 登業
の 者 し 録所
特 と な 特の
別 し け 別事
徴 て れ 徴業
収 の ば 収を
義 登 な 義開
務 録 ら 務始
者 等 な 者

一 お 得 た 書 れ
条 い た 数 に た
の て 数 量 記 日
十 、 量 を 載 か
四 第 を 控 す ら
第 八 控 除 べ 五
一 十 除 し き 日
項 一 し た 課 以
に 条 た 数 税 内
規 の 数 量 標 に
定 四 量 と 準 、
す 又 と し 量 取

納 油 納 た項
入 引 入 場の
申 取 ） 合規
告 税 に定
書 の おに
を 特 いよ
知 別 てる
事 徴 は元
に 収 、売
提 義 そ業
出 務 の者
し 者 取

称 す の け と
る 各 れ な
場 号 ば つ
合 に な た

掲 ら 場
次 げ な 合
に る い に
掲 場 。 あ
げ 合 た つ
る の だ て
事 区 し は

し
は ） い はた
、 。 、後
事 第に
務 一お
所 項い 又 のて は 期特 事 間別 業 に徴 所 つ収 の い

る は す 、 は り
免 第 る 元 、 消
税 八 。 売 特 さ
証 十 業 約 れ
そ 一 者 業 た
の 条 か 者 日
他 の ら か ま
当 五 の ら で
該 の 引 の に
数 規 取 引 お
量 定 り 取 い

の
、 は 消指
及 、 し定
び 毎 の又
そ 月 日は
の 末 に法 納 日 特第 入 ま 別百 金 で 徴四 を に 収十 納 、 義四 入 前 務

項 分 、 そ
に 既 の
応 に 納
じ 特 入
、 別 が
当 徴 行
該 収 わ
各 義 れ
号 務 る
に 者 こ
定 と と

義 事 て務 業 納者 を 入と 開 すし 始 べて し き指 よ 軽定 う 油さ と 引
れ す 取
た る 税

を に に り て
証 よ 係 に 徴
す つ る 係 収
る て 軽 る す
に 軽 油 軽 べ
足 油 の 油 き
り 引 数 の 軽
る 取 量 数 油
書 税 に 量 引
面 を つ に 取
を 課 い つ 税

条 書 月 者の に の で九 よ 初 な第 つ 日 く一 て か な項 納 ら るの 入 末 も規 し 日 の
定 な ま と
に け で す
よ れ の る

め し と
る て な
事 の つ
項 登 た
を 録 日
記 が の
載 な 属
し さ す
た れ る
申 て 月
請 い の

場 場 額
合 合 が
に に な
あ あ い
つ つ 場
て て 合
は は に
そ そ お
の の い
指 開 て
定 始 も

添 さ て い に
付 な は て つ
し い 当 は い
て こ 該 当 て
知 と 軽 該 申
事 と 油 軽 告
の さ の 油 納
承 れ 数 の 入
認 る 量 数 し
を 引 か 量 な
受 取 ら か け

る ば 期 。
特 な 間
約 ら に
業 な お
者 い い
の 。 て
指 た 徴
定 だ 収
を し す
取 、 べ
り 特 き

書 る 翌
を 場 月
知 合 の
事 に 末
に お 日
提 い ま
出 て で
し は に
な 、 、
け こ 特

さ し 、
れ よ 同
た う 項
日 と 及
か す び
ら る 前
五 日 項
日 の の
以 五 規
内 日 定

け り 当 ら れ
な に 該 当 ば
け 係 軽 該 な
れ る 油 軽 ら
ば 軽 の 油 な
な 油 数 の い
ら の 量 数 。
な 数 に 量
い 量 百 に
。 に 分 百

消 別 軽
さ 徴 油
れ 収 引
た 義 取
場 務 税
合 者 に
に が つ
お 法 い
い 第 て
て 百 、

一
二
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一 と
が

県 で
内 き
に る
事 。
務
所

６ ５
遅 日 各

知 滞 知 か 号
事 な 事 ら に
は く は 五 定
、 、 、 日 め
登 当 登 以 る
録 該 録 内 事
特 登 特 に 項

４ ３
該

登 特 知 ニ ハ ロ
録 別 事
特 徴 は イ 納 軽
別 収 、 か 入 油
徴 義 第 ら を の
収 務 一 ハ 受 納
義 者 項 ま け 入

三
イ ハ ロ イ

引
特 渡 イ 前 特
別 し 及 号 別
徴 に び イ 徴
収 係 ロ か 収
義 る に ら 義

二
ホ ニ ハ ロ

事
務 イ 事 軽 事
所 か 務 油 務
又 ら 所 の 所
は ニ 又 貯 又
事 ま は 蔵 は

又
は
事
業
所
を
有
し
な
く
な
つ

別 録 別 、 （
徴 特 徴 そ 同
収 別 収 の 項
義 徴 義 登 第
務 収 務 録 二
者 義 者 の 号
が 務 か 変 に
次 者 ら 更 掲
の の 登 を げ
各 登 録 知 る
号 録 の 事 場
の を 消 に 合

務 に の で る 地
者 通 登 に 者 （

知 録 掲 の 石（
前 す の げ 住 油
項 る 申 る 所 製
の も 請 も 及 品
規 の を の び の
定 と 受 の 氏 販
に す 理 ほ 名 売
よ る し か 又 業
り 。 た 、 は 者
登 場 知 名 が

務 軽 掲 ハ 務
者 油 げ ま 者
の の る で と
住 納 も に し
所 入 の 掲 て
及 が の げ 指
び 行 ほ る 定
氏 わ か 事 さ
名 れ 、 項 れ
又 る 知 た
は こ 事 日
名 と が

業 で 事 設 事
所 に 業 備 業
の 掲 所 が 所
事 げ の あ の
業 る 事 る 名
を も 業 場 称
開 の 開 合 及
始 の 始 に び
し ほ 年 あ 代
た か 月 つ 表
後 、 日 て 者
に 知 は の

た
と
き
。

い 消 除 申 に
ず 除 の 請 あ
れ す 申 し つ
に る 請 な て
も も が け は
該 の あ れ 、
当 と つ ば 同
す す た な 号
る る 場 ら イ
こ 。 合 な に
と 又 い 掲

録 合 事 称 軽
を に が 油
受 お 必 の
け い 要 引
た て が 取
特 は あ り
別 、 る を
徴 当 と 行
収 該 認 う
義 特 め 場
務 別 る 合

称 と 必
な 要
つ が
た あ
場 る
合 と

認
次 め
に る
掲 事
げ 項

お 事 、 氏
い が そ 名
て 必 の 並
特 要 概 び
別 が 要 に
徴 あ 所
収 る 在
義 と 地
務 認
者 め
と る

と は 。 げ
な 登 る
つ 録 事
た 特 項
場 別 を
合 徴 除
に 収 く
お 義 。
い 務 ）
て 者 に
は が 変

者 徴 事 に
を 収 項 あ
い 義 つ
う 務 て
。 者 は
以 を 、
下 登 販
同 録 売
じ 特 業
。 別 者
） 徴 の

る
事
項

し 事
て 項
指
定
さ
れ
た
場
合

次
、 特 更
当 別 を
該 徴 生
登 収 じ
録 義 た
特 務 場
別 者 合
徴 で に
収 な お
義 く い
務 な て

は 収 当
、 義 該
第 務 引
二 者 取
項 と り
各 し に
号 て 係
に 登 る
掲 録 納
げ す 入
る る に

に
掲
げ
る
事
項

一
三

者 つ は
の た 、
登 場 そ
録 合 の
を に 変
消 お 更
除 い を
す て 生
る は じ
こ 、 た

場 と 係
合 と る
の も 事
区 に 業
分 、 所
に そ ）
応 の の
じ 旨 所
当 を 在
該 当 地
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６

免
税
軽
油
使
用
者

５ ４
お て は て
い 免 免 、 は「
て 免 税 税 知 、
は 税 軽 軽 事 そ
、 機 油 油 は の
遅 械 使 使 、 い
滞 等 用 用 当 ず
な 」 者 者 該 れ

３ ２
用 事 （

免 途 知 の 以
税 に 事 承 下
軽 該 は 認 こ
油 当 、 を の
使 し 前 受 節
用 な 項 け に
者 い の た お

第 （
う 軽 八 軽 規 の
。 油 十 油 則 に
） 一 引 で 対（
は 以 条 取 定 し
、 下 の 税 め 、
あ こ 十 に る そ
ら の 二 係 証 の
か 節 る 票 者

第 ７（
八 軽 と 二
十 油 す 知
一 引 る 事 県
条 取 。 は 内
の 税 、 に
十 の 前 一
一 特 二 年

別 項 以
は
、
免
税
機
械
等
の
滅
失
そ
の

く と は 証 免 か
知 い 、 の 税 の
事 う 免 有 軽 者
に 。 税 効 油 ）
申 ） 軽 期 使 が
請 に 油 間 用 地
し つ 使 は 者 方
て い 用 、 証 税
当 て 者 三 の に
該 型 証 年 返 関
免 式 の と 納 す
税 の 交 す を

証 と 申 者 い
の き 請 に て
交 そ 書 あ 「
付 の の つ 免
を 他 提 て 税
受 施 出 は 軽
け 行 が 、 油
た 令 あ 二 使
者 で つ 人 用

定 た 以 者（
第 め 場 上 証
一 る 合 の 」

じ に 第 免 を の
め お 八 税 交 県
、 い 十 の 付 内
知 て 一 手 す に
事 条 続 る 所「
に 免 の ） 。 在
法 税 五 す
第 軽 に る
百 油 規 事
四 」 定 務
十 と す 所
四 い る 又

知 徴 の 上
事 収 規 軽
は 義 定 油
、 務 に の
前 者 よ 納
条 と り 入
第 し 登 を
一 て 録 行
項 の 特 わ
の 証 別 な
登 票 徴 い
録 の 収 と

他
の
理
由
に
よ
り
、
免
税
軽

る
軽 変 付 る 命 法
油 更 を 。 ず 令
使 、 受 る の
用 数 け こ 規
者 量 た と 定
証 の 後 が にの 増 に で 違書 減 お き 反換 そ い る しえ の て 。 たを 他 、

項 と に 者 と
後 き お が い
段 を い 代 う
の 除 て 表 。
規 き 、 者 ）
定 、 免 を の
に 当 税 定 交
よ 該 軽 め 付
り 免 油 て を
二 税 使 免 受
人 軽 用 税 け

条 う 用 は
の 。 途 事
二 ） に 業
十 の 供 所
一 引 す ご
第 取 る と
二 り た に
項 を め 、
の 行 、 そ
規 お 同 の
定 う 条 者

の 交 義 き
申 付 務 。
請 ） 者
を の
受 登
理 録
し を
た 消
場 除
合 し
に た

油
の
引
取
り
を
必
要
と
し
な

と受 の 第 きけ 理 八 そな 由 十 のけ に 一 他れ よ 条 軽ば り の 油な 、 五 引ら 当 に 取な 該 規
税い 免 定
の。 税 す

以 油 者 軽 て
上 使 が 油 お
の 用 引 使 か
者 者 取 用 な
が に り 者 け
代 対 を 証 れ
表 し 行 の ば
者 、 お 交 な
を 免 う 付 ら
定 税 と を な
め 軽 す 受 い

に と の が
よ す 規 軽
る る 定 油
申 同 に 引
請 条 よ 取
書 に つ 税
を 規 て を
提 定 そ 徴
出 す の 収
し る 引 す
て 者 取 べ

お 場
い 合
て に
は お
、 い
そ て
の は
申 、
請 遅
を 滞
し な

く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は

取軽 る
締油 用
り使 途
又用 に
は者 係
保証 る
全の 機
上記 械
特載 又
に事 は
必項 設

て 油 る け 。
免 使 免 る こ
税 用 税 こ の
軽 者 軽 と 場
油 証 油 が 合
使 を の で に
用 交 用 き お
者 付 途 る い
証 す が 。 て
の る 第 、
交 。 八 免

同 り き（
項 以 に 義
の 下 つ 務
免 こ い を
税 の て 課
軽 節 軽 せ
油 に 油 ら
使 お 引 れ
用 い 取 た
者 て 税 者
で を で

た く
者 、
の そ
う の
ち 旨
県 を
内 当
に 該
事 消
務 除
所 に

、
遅
滞
な
く
当
該
免
税
軽

要に 備
が異 （
あ動 以
るが 下
とあ こ
認つ の
めた 条
る場 に
と合 お

に い き

付 十 税
を 一 軽
受 条 油
け の 使
た 五 用
場 に 者
合 規 の
に 定 う
あ す ち
つ る 知

「
あ 免 課 あ

さる 税 る
こ 軽 な こ
と 油 い と
を 使 こ を
証 用 と 証
す 者 と す
る 」 さ る
書 と れ 施
面 い る 行

又 係
は る
事 者
業 に
所 通
を 知
有 す
す る
る も
も の

一
四
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第 （
八 施
十 行
一 令
条 第
の 四
十 十
五 三

条

８ ７ ６
免 の

前 免 税 前 販
条 税 証 項 売
第 証 に た 業
三 の 記 だ 者
項 有 名 し か
及 効 押 書 ら
び 期 印 の 免

５ ４
売 取 照 者
業 免 り ら 知 証
者 税 を し 事 を
の 軽 行 、 は 提
事 油 う 適 、 示
務 使 た 当 第 す
所 用 め で 一 る
又 者 必 な 項 と

３ ２
で 四 交
き 第 前 十 付
る 一 項 三 申
。 項 の 条 請
こ の 交 の 書
の 規 付 十 を
場 定 申 五 知
合 に 請 第 事

第 ２ 第
う 八 八 油
と 十 前 十 使
す 一 項 一 用
る 条 の 条 者
場 の 手 の 証
合 十 数 十 を
に 四 料 三 知
お の 事

県 の
内 十
に 五
免 第
税 十
軽 三
油 項
の の
使 届
用 出
に ）
係

第 間 し 場 税
六 は な 合 軽
項 、 け に 油
の 免 れ お の
規 税 ば い 引
定 証 な て 取
は を ら 、 り
、 交 な 免 を
免 付 い 税 行
税 し 。 軽 う
証 た 油 こ
に 日 使 と

は は 要 い の と
事 、 と と 交 も
業 前 す 認 付 に
所 項 る め 申 、
所 の 免 る 請 第
在 免 税 と 書 一
地 税 証 き の 項
以 証 を そ 提 の
外 に 交 の 出 交
の 記 付 他 が 付
地 載 す 施 あ 申
に さ る 行 つ 請

に よ 書 十 に
お る に 三 提
い 申 記 項 出
て 請 載 の し
は は す 規 な
、 、 る 定 け
当 二 免 に れ
該 人 税 よ ば
代 以 軽 り な
表 上 油 届 ら
者 の の 出 な
は 免 数 書 い

い 免 額 免 に
て 税 は 税 返
は 軽 、 軽 納
、 油 交 油 し
そ 使 付 使 な
の 用 、 用 け
都 者 再 者 れ
度 が 交 証 ば
、 免 付 の な
あ 税 又 交 ら
ら 証 は 付 な
か 書 、 い

る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

つ か 用 が
い ら 者 で
て 一 は き
準 年 、 る
用 以 免 。
す 内 税
る に 証
。 お に

い 記
て 載
知 さ

お れ 。 令 た 書
い た で 場 に
て 販 定 合 施
軽 売 め に 行
油 業 る お 令
の 者 と い 第
引 か き て 四
取 ら を 、 十
り 免 除 免 三
を 税 き 税 条
行 軽 、 軽 の

、 税 量 の 。
そ 軽 は 写 こ
れ 油 、 し の
ぞ 使 十 を 場
れ 用 八 知 合
の 者 リ 事 に
者 が ッ に お
の 引 ト 提 い
免 取 ル 出 て
税 り を し 、
軽 を 下 な 同

（
じ 免 換 再 。
め 税 え 交
交 軽 一 付
付 油 件 又
を の に は
受 引 つ 書
け 取 き 換
て り 五 え
い で 百 を
る あ 円 受
免 る と け

す
る
免
税
軽
油
使
用
者
は
、

事 れ
が た
免 販
税 売
証 業
に 者
記 以
入 外
し の
た 販
期 売

う 油 当 油 十
必 の 該 使 五
要 引 免 用 第
が 取 税 者 九
生 り 軽 が 項
じ を 油 引 の
た 行 使 取 規
こ わ 用 り 定
と な 者 を に
そ け に 行 よ
の れ 対 お る

油 行 ら け 項
使 お な れ た
用 う い ば だ
者 と よ な し
証 す う ら 書
又 る に な の
は 免 し い 規
前 税 な 。 定
条 軽 け に
第 油 れ よ
一 の ば り

税 こ す よ
軽 と る う
油 を 。 と
使 証 す
用 す る
者 る 者
証 書 は
を 面 、
提 を 手
示 い 数
し う 料

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一

間 業
と 者
す か
る ら
。 免

税
軽
油
の
引
取

他 ば し う 明
や な 、 と 細
む ら 当 す 書
を な 該 る を
得 い 軽 軽 添
な 。 油 油 付
い た の の し
理 だ 数 数 な
由 し 量 量 け
が 、 に が れ
あ 免 相 そ ば

項 数 な 免
後 量 ら 税
段 を な 証
の 取 い の
規 り 。 交
定 ま 付
に と を
よ め 受
り 、 け
交 そ よ
付 の う

て 。 を
法 以 納
第 下 付
百 こ し
四 の な
十 節 け
四 に れ
条 お ば
の い な
二 て ら
十 同 な

第
一
項
た
だ

一 し
五 書

の
規
定

り
を
行
う
と
き
は
、
当
該

る 税 当 の な
場 軽 す 用 ら
合 油 る 途 な
に 使 数 及 い
お 用 量 び 。
い 者 の 使
て が 軽 用
は 当 油 期
、 該 の 間
他 販 引 に

を 代 と
受 表 す
け 者 る
た か 者
免 ら は
税 す 、
軽 る 施
油 こ 行
使 と 令
用 が 第

一 じ い
第 。 。
一 ）
項 の
の 交
規 付
定 を
に 受
よ け
る よ
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六

前
各
号
に
掲
げ

五 四 三 二 一 き
は

返 販 販 販 特 、
還 売 売 売 別 当
に 契 契 契 徴 該
係 約 約 約 収 特
る の に の 義 別
軽 解 よ 相 務 徴

第 （
係 八 軽 い 者
る 十 油 。 は
軽 一 を 、
油 条 返 申
の の 還 請
全 十 し 書
部 九 た に
又 場 徴

第 第（ （
八 軽 要 八 軽 の
十 油 と 十 油 定
一 引 す 一 引 め
条 取 る 条 取 る
の 税 理 の 税 期
十 の 由 十 の 限
八 徴 を 七 徴 ま

収 証 収 で

第 （
用 八 免 れ に
者 十 税 ば よ
証 一 軽 な り
の 条 油 ら 他
交 の の な の
付 十 引 い
を 六 取 。 府
受 り 県

道

る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要

油 除 る 手 者 収
の の 軽 方 の 義
数 理 油 の 住 務
量 由 の 住 所 者
及 及 引 所 及 は
び び 取 及 び 、
返 解 り び 氏 当
還 除 が 氏 名 該
が が 行 名 又 軽
あ あ わ 又 は 油
つ つ れ は 名 が
た た た 名 称 返

は 軽 合 収
一 油 に 不
部 引 お 能
が 取 け 額
当 税 る 等
該 の 措 の
特 特 置 還
別 別 ） 付
徴 徴 又
収 収 は
義 義 納
務 務

法 不 す 法 猶 に
第 能 る 第 予 ）
百 額 に 百 に 、
四 等 足 四 係 同
十 の り 十 る 条
四 還 る 四 申 第
条 付 書 条 請 一
の 及 類 の ） 項
三 び を 二 の
十 納 添 十 規
第 入 付 九 定
一 義 し 第 に

け 免 等 知
た 税 に 事
場 軽 係 に
合 油 る 免
に 使 報 税
あ 用 告 証
つ 者 義 の
て 証 務 交
は の ） 付
、 交 を
そ 付 申
れ を 請

が
あ
る
と
認
め
る
事
項

年 年 年 称 還
月 月 月 さ
日 日 日 れ

並 た
び 日
に か
当 ら
該 一
引 月
取 以
り 内

入
者 者 義
に か 務
返 ら の
還 軽 免
さ 油 除れ 引 をた 取 必場 税 要合 が とに 課 すお さ

項 務 て 一 よ
の の 、 項 る
規 免 知 の 報
定 除 事 規 告
に の に 定 書
よ 申 提 に を
る 請 出 よ 知
徴 ） し る 事
収 な 徴 に
不 け 収 提
能 れ 猶 出

ぞ 受 す
れ け る
の た 場
者 者 合
） に（
は 第 お
、 八 い
毎 十 て
月 一 は
末 条 、
日 の 施

に に
係 次
る に
軽 掲
油 げ
の る
納 事
入 項
先 を
及 記
び 載

るい れ 理て る 由、 軽 をそ 油 証の の す引 引 る取 取 にり り
足に が
り係 行
るる わ

額 ば 予 し
等 な の な
の ら 申 け
還 な 請 れ
付 い を ば
又 。 す な
は る ら
納 軽 な
入 油 い
義 引 。
務 取

ま 十 行
で 二 令
に 第 第

一 四（
法 項 十
第 後 三
百 段 条
四 の の
十 規 十
四 定 五
条 に 第

数 し
量 た

書
面
を
知
事
に
提
出
し

書軽 れ
類油 た
をの 後
添軽 、
付油 販
し引 売
て取 契
、税 約
知額 の
事が 解
にま 除

の 税
免 の
除 特
の 別
申 徴
請 収
を 義
す 務
る 者
軽 は
油 、

の よ 十
二 り 三
十 二 項
七 人 の
第 以 規
二 上 定
項 の に
に 者 よ
規 が る
定 代 届
す 表 出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提だ に
出納 よ
し入 り
なさ 、
けれ そ
れて の
ばい 引
なな 取
らい り

と に な

引 申
取 請
税 書
の に
特 徴
別 収
徴 猶
収 予
義 を
務 必

る 者 書
者 を を
に 定 知
あ め 事
つ て に
て 免 提
は 税 出
、 軽 し
知 油 な
事 使 け

一
六
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一 号
条 に
第 掲
六 げ
項 る
の 者
軽 に
油 あ

第 ２（
く 八 軽 は
は 十 油 前 、
元 一 引 項 免
売 条 取 の 除
業 の 税 免 申
者 二 の 除 請
、 十 申 申 書
同 二 告 請 又

第 ２
又 八 七 六 五

十 知は
一 事 前 第 第納
条 は 各 三 三入
の 、 号 号 号に
二 前 に に に係
十 項 掲 掲 掲る
一 に げ げ げ軽

四 三 二 一 承
認

前 免 前 免 申
号 税 号 税 請
に 軽 に 軽 書
掲 油 掲 油 に
げ 以 げ 使 次
る 外 る 用 に

第 ３ ２（
八 軽 応
十 油 前 す 軽
一 引 二 る 油
条 取 項 部 引
の 後 の 分 取
二 に 場 の 税
十 お 合 税 の

い に 額 特
を つ
所 て
有 は
し 毎
て 月
い 末
る 日
者 ま
に で
あ に
つ 前
て 月

条 納 書 は
第 第 付 又 還
四 八 ） は 付
項 十 還 申
の 一 付 請
石 条 申 書
油 の 請 を
製 七 書 知
品 第 に 事
販 一 は に
売 項 、 提
業 た 前 出

規 る る る油
軽 定 も 軽 軽引
油 す の 油 油取
引 る の に の税
取 承 ほ つ 引額
税 認 か い 渡の
の を 、 て しう
登 し 知 免 をち
録 た 事 税 行当
特 場 に 証 つ該
別 合 お の た使
徴 に い 交 軽

軽 の 軽 者 掲
油 軽 油 が げ
を 油 の 第 る
免 を 数 八 事
税 免 量 十 項
用 税 の 一 に
途 用 う 条 つ
に 途 ち の い
供 に 、 十 て
し 供 知 四 そ
た す 事 の の
年 る が 規 事

免 て お 及 別
税 免 い び 徴
軽 税 て こ 収
油 用 は れ 義
使 途 、 に 務
用 に 当 係 者
者 供 該 る は
は し 特 徴 、
、 た 別 収 法
法 場 徴 金 第
第 合 収 の 百
百 に 義 還 四

は の
そ 初
の 日
者 か
に ら
係 末
る 日
特 ま
別 で
徴 の
収 期

者 だ 条 し
若 し 第 な
し 書 二 け
く の 項 れ
は 規 の ば
同 定 承 な
条 に 認 ら
第 よ 書 な
五 つ を い
項 て 添 。
の 軽 付

用
収 お て 付 油に
義 い 必 を の係
務 て 要 申 販る
者 は が 請 売軽
は 、 あ す 業油 、 承 る る 者に 法 認 と こ の対 第 書 認 と 事応 百 を め が 務す 四 同 る で 所る 十 項 事 き 又

月 必 交 定 実
日 要 付 に を
及 が し よ 証
び 生 た り す
そ じ 免 免 る
の た 税 税 に
数 理 証 証 足
量 由 に の り

係 交 る
る 付 書
軽 を 類

四 お 務 付 十
十 け 者 を 四
四 る は 受 条
条 措 、 け の
の 置 そ よ 三
三 ） の う 十
十 返 と 一
一 還 す 第
第 が る 一
四 あ 場 項
項 つ 合 の

の 間
義 に
務 お
が け
消 る
滅 当
し 該
た 販
日 売
の 、
属 消

自 油 し
動 引 な
車 取 け
の 税 れ
保 を ば
有 申 な
者 告 ら
又 納 な
は 付 い
第 す 。
八 べ

部 四 の 項 な は分 条 免 か 事の の 税 つ 業税 三 軽 た 所額 十 油 理 所及 一 使 由 在び 第 用 地こ 四 者 及
れ 項 に び
に 又 交 氏
係 は 付 名

油 申 を
の 請 添
数 し 付
量 た し

場 て
合 知
に 事
お に
け 提
る 出
当 し

又 た に 規
は こ お 定
第 と い に
五 及 て よ
項 び は り
の そ 、 、
規 の 還 既
定 数 付 に
に 量 申 納
よ を 請 入
り 証 書 し

す 費
る 又
月 は
の 譲
翌 渡
月 に
の 係
末 る
日 軽
ま 油
で 引

十 き
一 納
条 税
の 者
二 は
第 、
一 第
項 八
第 十
一 一
号 条

る 第 す 又
徴 五 る は
収 項 。 名
金 の 称
の 規
還 定
付 に
を よ
受 り
け 軽
よ 油

該 な
申 け
請 れ
に ば
係 な
る ら
数 な
量 い

。

知 す を た
事 る 知 軽
の に 事 油
承 足 に 引
認 り 提 取
を る 出 税
受 書 し 額
け 類 な の
よ を け う
う 添 れ ち
と 付 ば 当

に 取
そ 税
の に
所 つ
有 い

一 に て
七 係 、

る 第
軽 八
油 十

、 第
第 三
二 項
号 の
若 特
し 約
く 業
は 者
第 若
五 し

う 引
と 取
す 税
る 額
場 の
合 納
に 入
お の
い 免
て 除

す し な 該
る な ら 返
場 け な 還
合 れ い さ
に ば 。 れ
お な た
い ら 軽
て な 油
は い に
、 。 対
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２

第
八
十
条
の
三
第

者 等 障
等 」 害 第 第 用
世 に 者 八 八 す
帯 、 」 十 十 る
員 と 九 六 。「
」 当 い 条 条
に 該 う 第 の
改 身 。 一 四
め 体 ） 項 を

３ を ２
生 第 要

第 ず 八 第 と
七 べ 十 五 認
十 き 六 十 め
六 印 条 三 る
条 の 条 額（
第 以 三 第 を
三 下 第 四 限

第 ２（
八 軽 二 一 通
十 油 前 知
一 引 項 法 法 書
条 取 の 第 第 を
の 税 場 百 百 交
二 の 合 四 四 付
十 減 に 十 十 す
四 免 お 四 四 る

第 （
八 軽 則 消 に
十 油 で 費 係
一 引 定 又 る
条 取 め は 軽
の 税 る 譲 油
二 の 申 渡 引
十 普 告 に 取
三 通 書 係 税

三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

、 障 」 中 削
同 害 を る「
条 者 身 。「
第 等 身 体
二 体 に（
項 身 障 障
を 体 害 害
次 障 者 を
の 害 等 有
よ 者 」 し
う 等 に 歩
に の 、 行

項 一 項 度「
の 証 項 の と
規 紙 中 規 し
定 代 定 て「
は 金 は 当（
、 収 昭 、 該
自 納 和 前 軽
動 印 三 項 油
車 」 十 の 引
税 と 九 規 取
の い 年 定 税
納 う 山 に を

） け 条 条 。
知 る の の
事 軽 二 二
は 油 十 十
、 引 五 二
天 取 第 第
災 税 二 一
そ の 項 項
の 納 の の
他 期 者 者
特 は 又 又
別 、 は は

徴 を る に
第 収 知 軽 つ
八 の 事 油 い
十 手 に 引 て
一 続 提 取 、
条 ） 出 税 第
の し に 八
七 、 つ 十
第 及 い 一
二 び て 条
項 そ 、 の
の の 同 二

に
よ
り
自
動
車
税
の
減
免
を

改 み が「
め で 当 困
る 構 該 難
。 成 身 な

さ 体 者
れ 障 （
る 害 以
世 者 下
帯 若 「
に し 身
属 く 体

税 。 口 よ 減
者 ） 県 り 免
が を 条 軽 す
前 付 例 油 る
項 し 第 引 こ
の た 八 取 と
規 も 号 税 が
定 の ） の で
に を 」 減 き
よ い を 免 る
り う 削 を 。

の 知 同 同
事 事 条 条
情 の 第 第
が 定 三 二
あ め 項 項
る る の の
場 と 法 法
合 こ 人 人
に ろ 若 若
お に し し
い よ く く

規 申 項 第
定 告 第 一
に し 六 項
よ た 号 第
つ 税 に 三
て 額 掲 号
軽 を げ 又
油 そ る は
引 れ 者 第
取 ぞ に 四
税 れ あ 号

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る

す は 障
る 精 害
者 神 者
に 障 」
限 害 と
る 者 い
。 う（
以 以 。
下 下 ）

又「 「
身 身 は

証 。 り 受
紙 以 、 け
代 下 同 よ
金 同 条 う
収 じ 第 と
納 。 二 す
計 ） 項 る
器 」 中 者
に を に「
よ 削 係（
る り 知 る

て る は は
軽 。 人 人
油
引
取
税
の
減
免
を
必

を 納 つ に
徴 付 て 掲
収 書 は げ
す に 当 る
る よ 該 者
場 つ 輸 に
合 て 入 あ
に 納 の つ
お 付 時 て
い し ま は
て な で 当

減
免
の
申
請
に
つ
い
て
準
用

体 体 精
障 障 神
害 害 に
者 者 障
等 等 害
世 」 を
帯 と 有
員 い し
」 う 歩
と 。 行
い ） が

証 、 事 減
紙 同 が 免
代 条 指 の
金 第 定 申
収 三 す 請
納 項 る に
印 を 計 つ
の 次 器 い
押 の で て
印 よ 、 準
を う 知 用

要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
納

は け に 該
、 れ 当 消
次 ば 該 費
に な 輸 又
掲 ら 入 は
げ な に 譲
る い 係 渡
者 。 る を
に 軽 し
対 油 た
し 引 日

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

う 」 困
。 を 難
） な「
」 当 者
を 該 （

身 以「
身 体 下
体 障 「
障 害 精
害 者 神

受 に 事 す
け 改 が る
た め 定 。
場 る め
合 。 る
に 形
つ 式
い の
て 印
準 影

税
者
に
限
り
、
知
事
が
必

て 取 か
、 税 ら
軽 に 三
油 つ 十
引 い 日
取 て 以
税 、 内
の 施 に
納 行 当
税 規 該

一
八
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一 を
乗

道 じ
路 て
運 得
送 た
車 率
両 と

３
項 得 規 は
の を 次 定 、
規 除 に の 当
定 く 掲 適 該
に 。 げ 用 取
か ） る が 得
か に 自 な が
わ 対 動 い 平

２ 第
を 七 七 動 九
受 条 第 十 車 条
け の 八 一 を の
る 規 項 条 い 四
も 定 第 の う の
の に 一 規 。 二
の よ 号 定 ）
取 る 若 に 以 自

第（
自 附 附 附 百
動 則 則 則 七
車 第 第 第 条
取 九 七 五 か
得 条 条 条 ら
税 の の の 第
の 四 五 二 百
税 の 及 中 二

第 つ に て
三 て 」 、
章 は と 第

第 第 そ あ 八
一 一 の る 十
節 節 自 の 条
及 及 動 は の
び び 車 三「

法 す
第 る
四 。
十
条
第
三
号
に
規
定
す

ら し 車 も 成
ず て で の 二
、 課 初 と 十
当 す め し 四
該 る て た 年
取 自 新 場 三
得 動 規 合 月
に 車 登 に 三
つ 取 録 適 十
い 得 等 用 一
て 税 を さ 日
こ の 受 れ ま

得 登 し か 外 家
録 く か の 用（

法 又 は わ も の
附 は 第 ら の 自
則 同 二 ず の 動
第 法 号 、 取 車
十 第 に 百 得 （
二 五 掲 分 に 第
条 十 げ の 対 六
の 九 る 五 し 十
二 条 軽 と て 八
の の 油 す 課 条

率 次 び 十「
等 に 第 平 五
の 次 七 成 条
特 の 条 十 ま
例 四 の 九 で
） 条 六 年

を 中 度 削
加 及 除「
え 平 び
る 成 平
。 二 成

十 二

第 第 税 当 第
二 二 を 該 三
節 節 納 自 項

を 付 動 中
削 次 す 車 「
除 の る 税 自

よ こ の 動
う と 徴 車
に と 収 取
改 さ の 得
め れ 方 税
る て 法

る
車
両
総
重
量
（
以
下
こ
の

の 税 け る で
項 率 る べ に
の は も き 行
規 、 の 同 わ
定 当 の 条 れ
の 該 取 又 た
適 取 得 は と
用 得 前 き（
が が 法 項 に
な 平 附 に 限
い 成 則 定 り

二 規 自 る す 第
第 定 動 。 る 一
二 に 車 自 項
項 よ 又 動 の
の る は 車 自
規 検 第 取 動
定 査 十 得 車
の 項 税 を（
適 検 に の い
用 査 規 税 う
が 対 定 率 。

一 十
年 年
三 度
月 」
三 を
十 「
一 平
日 成
」 二
を 十

一

の
。 い が 減

る 、 免
際 普 」
に 通 と
」 徴 あと 収 る読 の のみ 方 は替 法 「え に 自る よ

条
に
お
い
て
「
車
両
総
重
量

も 二 第 め 、
の 十 十 る 第
と 四 二 率 七
し 年 条 に 十
た 三 の 四 一
場 月 二 分 条
合 三 の の 及
に 十 二 一 び
適 一 第 を 前
用 日 二 乗 項
さ ま 項 じ の

あ 象 す は 以
る 軽 る 、 下
場 自 第 当 こ
合 動 一 該 の
の 車 種 取 条
自 に 省 得 に
動 係 エ が お
車 る ネ 平 い
の も ル 成 て
取 の ギ 三 同
得 に ー 十 じ

「
平 年
成 度
二 」
十 に
四 、
年 「
三 四
月 千
三 円
十 」
一 を

動も る 車の も 税と の のす に 減る あ 免。 つ 」て とは 、納
期 「

当限
」
と
い
う
。
）
が
三
・
五
ト

れ で 又 て 規
る に は 得 定
べ 行 前 た に
き わ 項 率 か
同 れ の と か
条 た 規 す わ
又 と 定 る ら
は き の 。 ず
第 に 適 、
一 限 用 当
項 り が 該

を 限 自 年 。
除 る 動 三 ）
く 。 車 月 で
。 ） で 三 軽
） を 初 十 自
に い め 一 動
対 う て 日 車
し 。 新 ま （
て 以 規 で 道
課 下 登 に 路
す こ 録 行 運

日 「
」 三
に 千
改 三
め 百
る 円
。 」

に
改
め
る

該前
自七
動日
車ま
取で
得に
税、
を証
納紙
付徴
す収

ン
を
超
え
る

一 軽
九 油

自
動
車

に 、 あ 取
定 第 る 得
め 七 場 に
る 十 合 つ
率 一 の い
に 条 自 て
二 及 動 こ
分 び 車 の
の 第 の 項
一 一 取 の

る の 等 わ 送
自 条 れ 車（
動 に 道 た 両
車 お 路 と 法
取 い 運 き 第
得 て 送 に 三
税 同 車 限 条
の じ 両 り の
税 。 法 、 軽
率 ） 第 第 自

。 るの
こ方
と法
とに
さよ
れる
ても
いの
るに

あ 際



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二

車
両
総
重
量
が

一 場 月
る 適 き 合 三
も 合 も 車 に 十
の し の 両 適 一

、 と 総 用 日
か し 重 さ ま
つ て 量 れ で
、 定 が る に

５
て 率 ら し
同 次 と ず て
じ に す 、 課
。 掲 る 当 す
） げ 。 該 る
で る 取 自
初 天 得 動
め 然 に 車

４
二

電 ハ
気 第 を に い
自 十 勘 お エ こ
動 一 案 い ネ と
車 項 し て ル 。

に て ギ（ 「
電 規 施 エ ー

ロ イ （
号 又 軽

窒 に は 道 油
素 お 公 路 を
酸 い 害 運 内
化 て 防 送 燃
物 止 車 機「

三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
天
然
ガ

窒 め 三 べ 行
素 ら ・ き わ
酸 れ 五 同 れ
化 た ト 条 た
物 排 ン 又 と
の 出 以 は き
排 ガ 下 第 に
出 ス の 一 限
量 保 天 項 り
が 安 然 に 、
平 基 ガ 定 第
成 準 ス め 七

て ガ つ 取
新 ス い 得
規 自 て 税
登 動 こ の
録 車 の 税
等 項 率（
を 専 の は
受 ら 規 、
け 可 定 当
る 燃 の 該
も 性 適 取
の 天 用 得

気 定 行 ネ の
を す 規 ル 使
動 る 則 ギ 用
力 第 で ー の
源 二 定 消 合
と 種 め 費 理
す 省 る 効 化
る エ エ 率 に
自 ネ ネ 」 関
動 ル ル と す
車 ギ ギ い る
で ー ー う 法

又 平 そ 両 関
は 成 の 法 の
粒 十 他 第 燃
子 七 の 四 料
状 年 環 十 と
物 重 境 一 す
質 量 保 条 る
の 車 全 の 自
排 排 上 規 動
出 出 の 定 車
量 ガ 技 に を
が ス 術 よ い

ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運

十 で 自 る 十
七 施 動 率 一
年 行 車 か 条
天 規 の ら 及
然 則 う 百 び
ガ で ち 分 第
ス 定 、 の 一
軽 め 道 二 項
量 る 路 ・ の
車 も 運 七 規
基 の 送 を 定

以 然 が が
外 ガ な 平
の ス い 成
天 を も 二
然 内 の 十
ガ 燃 と 四
ス 機 し 年
自 関 た 三
動 の 場 月
車 燃 合 三
の 料 に 十

施 自 消 。 律
行 動 費 ） （
規 車 効 が 昭
則 率 同 和
で 法 五（
定 以 第 十
め 下 七 四
る こ 十 年
も の 八 法
の 条 条 律
を に 第 第

平 保 基 り う
成 安 準 平 。
十 基 成 第（
七 準 以 十 八
年 」 下 七 項
重 と こ 年 に
量 い の 十 お
車 う 条 月 い
排 。 に 一 て
出 ） お 日 同
ガ に い 以 じ

送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規

準 車 控 に（
に 以 両 除 か
定 下 法 し か
め こ 第 た わ
る の 四 率 ら
窒 号 十 と ず
素 に 一 す 、
酸 お 条 る 当
化 い の 。 該
物 て 規 取
の 定 得

取 と 適 一
得 し 用 日
に て さ ま
対 用 れ で
し い る に
て る べ 行
課 自 き わ
す 動 同 れ
る 車 条 た
自 で 又 と
動 施 は き

い お 一 四
う い 項 十
。 て の 九
） 規 号「
で 基 定 ）
初 準 に 第
め エ よ 八
て ネ り 十
新 ル 定 条
規 ギ め 第
登 ー ら 一

ス 適 て 降 。
保 合 に ）「
安 す 排 適 の
基 る 出 用 う
準 こ ガ さ ち
に と ス れ 、
定 。 保 る 次
め 安 べ の
る 基 き い
窒 準 も ず
素 」 の れ

定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月

「
値 平 に に
の 成 よ つ
四 十 り い
分 七 平 て
の 年 成 こ
一 天 十 の
を 然 七 項
超 ガ 年 の
え ス 十 規
な 軽 月 定
い 量 一 の

車 行 第 に
取 規 一 限
得 則 項 り
税 で に 、
の 定 定 第
税 め め 七
率 る る 十
は も 率 一
、 の か 条
当 を ら 及
該 い 百 び

録 消 れ 号
等 費 る に
を 効 製 規
受 率 造 定
け 」 事 す
る と 業 る
も い 者 エ
の う 等 ネ
以 。 の ル
外 ） 判 ギ
の 以 断 ー

酸 と と に
化 い し も
物 う て 該
又 。 定 当
は ） め す
粒 で ら る
子 施 れ も
状 行 た の
物 規 自 で
質 則 動 施
の で 車 行

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

も 車 日 適
の 基 以 用
で 準 降 が
施 」 に な
行 と 適 い
規 い 用 も
則 う さ の
で 。 れ と
定 ） る し
め に べ た

取 う 分 第
得 。 の 一
が 以 二 項
平 下 ・ の
成 こ 七 規
二 の を 定
十 項 控 に
四 に 除 か
年 お し か
三 い た わ

電 上 の 消
気 で 基 費
自 あ 準 効
動 る と 率
車 こ な （
の と る 以
取 。 べ 下
得 き こ
に 事 の
対 項 条

値 定 排 規
の め 出 則
十 る ガ で
分 も ス 定
の の に め
九 係 る（
を 以 る も
超 下 保 の
え こ 安
な の 上

二
〇
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イ
で
定 道
め 路
る 運
も 送
の 車

二
ハ ロ イ

車 で
両 エ 窒 定 道
総 ネ 素 め 路
重 ル 酸 る 運
量 ギ 化 も 送
が ー 物 の 車

一 二 場 月 自 ス
・ 合 三 動 の

車 七 に 十 車 排
両 ） 適 一 の 出
総 を 用 日 取 の
重 控 さ ま 得 抑
量 除 れ で 制（
が し る に 前 に

７
エ か 条 自
ネ 次 ら 及 動
ル に 百 び 車
ギ 掲 分 第 の
ー げ の 一 取
を る 二 項 得
回 電 ・ の を
収 力 四 規 除

６
施
行 充 め に べ
規 電 る 適 き
則 機 も 合 も
で 能 の し の
定 付 、 と
め 電 か し
る 力 つ て

両（
以 法
下 第
こ 四
の 十
号 一
に 条
お の
い 規
て 定

に「
平 よ

三 消 の 両（
・ 費 排 以 法
五 効 出 下 第
ト 率 量 こ 四
ン が が の 十
を 基 平 号 一
超 準 成 に 条
え エ 十 お の
る ネ 七 い 規
電 ル 年 て 定
力 ギ 電 に「
併 ー 力 平 よ

三 た べ 行 二 資
・ 率 き わ 項 す
五 と 同 れ の る
ト す 条 た 規 も
ン る 又 と 定 の
以 。 は き の で
下 第 に 適 施
の 一 限 用 行
電 項 り が 規
力 に 、 あ 則
併 定 第 る で
用 め 七 場 定

す 併 を 定 く
る 用 控 に 。
機 自 除 か ）
能 動 し か に
を 車 た わ 対
備 率 ら し（
え 内 と ず て
て 燃 す 、 課
い 機 る 当 す
る 関 。 該 る
こ を 取 自
と 有 得 動

も 併 、 定
の 用 窒 め
を 自 素 ら
い 動 酸 れ
う 車 化 た
。 物 排（
） 次 の 出
で 項 排 ガ
初 に 出 ス
め 規 量 保
て 定 が 安
新 す 平 基

成 り
十 平
七 成
年 十
電 七
力 年
併 十
用 月
重 一
量 日
車 以

用 消 併 成 り
自 費 用 十 平
動 効 軽 七 成
車 率 量 年 十
の に 車 電 七
う 百 基 力 年
ち 分 準 併 十
、 の に 用 月
次 百 定 軽 一
の 二 め 量 日
い 十 る 車 以

自 る 十 合 め
動 率 一 の る
車 か 条 自 も
の ら 及 動 の
う 百 び 車 を
ち 分 第 の い
、 の 一 取 う
次 一 項 得 。
の ・ の を 以
い 六 規 除 下
ず 定 く こ

に す に 車
よ る つ 取
り 自 い 得
大 動 て 税
気 車 こ の
汚 で の 税
染 併 項 率
防 せ の は
止 て 規 、
法 電 定 当

気 の 該

規 る 成 準
登 電 十 で
録 力 七 施
等 併 年 行
を 用 天 規
受 自 然 則
け 動 ガ で
る 車 ス 定
も の 重 め
の う 量 る
以 ち 車 も

基 降
準 に
」 適
と 用
い さ
う れ
。 る
） べ
に き
適 も
合 の

ず 五 窒 基 降
れ を 素 準 に
に 乗 酸 」 適
も じ 化 と 用
該 て 物 い さ
当 得 の う れ
す た 値 。 る
る 数 の ） べ
も 値 四 に き
の 以 分 適 も
で 上 の 合 の

（
れ 当 に 。 の
に 該 か ） 項
も 電 か に に
該 力 わ 対 お
当 併 ら し い
す 用 ず て て
る 自 、 課 同
も 動 当 す じ
の 車 該 る 。
で が 取 自 ）
施 バ 得 動 で

（
昭 そ 適 取
和 の 用 得
四 他 が が
十 の な 平
三 施 い 成
年 行 も 二
法 規 の 十
律 則 と 四
第 で し 年
九 定 た 三
十 め 場 月

外 、 基 の
の 動 準 （
充 力 に 以
電 源 定 下
機 と め こ
能 し る の
付 て 窒 号
電 用 素 に
力 い 酸 お
併 る 化 い
用 電 物 て

す と
る し
こ て
と 定
。 め

ら
れ
た
排
出
ガ

施 で 一 す と
行 あ を る し
規 る 超 こ て
則 こ え と 定
で と な 。 め
定 。 い ら
め こ れ
る と た
も 。 排
の 出

ガ

行 ス に 車 初
規 又 つ 取 め
則 は い 得 て
で ト て 税 新
定 ラ こ の 規
め ッ の 税 登
る ク 項 率 録
も で の は 等
の あ 規 、 を

る 定 当 受
場 の 該 け

七 る 合 三
号 も に 十
） の 適 一
第 を 用 日
二 動 さ ま
条 力 れ で
第 源 る に
十 と べ 行
四 し き わ
項 て 同 れ
に 用 条 た

自 気 の 「
動 を 値 平
車 外 の 成
の 部 十 十
取 か 分 七
得 ら の 年

充 九 天（
前 電 を 然
項 す 超 ガ
の る え ス
規 機 な 重

ス
保
安
基
準

二 で
一 施

行
規
則

ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則

合 適 取 る
に 用 得 も
あ が が の
つ な 平 以
て い 成 外
は も 二 の
、 の 十 電
百 と 四 力
分 し 年 併
の た 三 用

規 い 又 と
定 る は き
す も 第 に
る の 一 限
自 で 項 り
動 あ に 、
車 つ 定 第
排 て め 七
出 、 る 十
ガ 廃 率 一

定 能 い 量
の を も 車
適 備 の 基
用 え で 準
が て 施 」
あ い 行 と
る る 規 い
場 も 則 う
合 の で 。
の で 定 ）
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に
定
め
る
窒
素
酸
化

９
酸 三「
化 第 十 自 日
物 一 五 動 以 車
の 種 万 車 降 両
排 省 円 の に 総
出 エ 」 取 適 重
量 ネ と 得 用 量
が ル あ が さ が

二
費 適 の も
効 用 車 で の
率 さ 両 施 と
以 れ 総 行 し
上 る 重 規 て
の べ 量 則 定
も き が で め

一 る 得 場 か 条
。 合 ら 及が

車 に 、 び平
両 あ 第 第成
総 つ 一 一二
重 て 号 項十
量 は に の一
が 、 掲 規年

８
自
動 次 ハ ロ
車 に と
の 掲 エ 。 窒
取 げ ネ 素
得 る ル 酸
を 軽 ギ 化
除 油 ー 物

物
の
値
で
施
行
規
則
で
定
め
る

道 ギ る 平 れ 三
路 ー の 成 る ・
運 自 は 三 べ 五
送 動 、 十 き ト
車 車 年 も ン「
両 五 三 の 以（
法 エ 十 月 と 下
第 ネ 万 三 し の
四 ル 円 十 て 軽
十 ギ 」 一 定 油
一 ー と 日 め 自
条 消 す ま ら 動

の も 三 定 ら
で の ・ め れ
施 と 五 る た
行 し ト も 排
規 て ン の 出
則 定 を ガ
で め 超 ス
定 ら え 保
め れ 十 安
る た 二 基
も 排 ト 準
の 出 ン で

十 百 げ 定十
二 分 る に月
ト の 軽 か一
ン 一 油 か日
を ） 自 わか
超 を 動 らら
え 、 車 ず平
る 第 に 、成
軽 二 あ 当二
油 号 つ 該十
自 に て 取二
動 掲 は 得

く 自 消 又
。 動 費 は
） 車 効 粒
に で 率 子
対 初 が 状
し め 基 物
て て 準 質
課 新 エ の
す 規 ネ 排
る 登 ル 出
自 録 ギ 量
動 等 ー が

も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
平

の 費 る で れ 車
規 効 。 に た で
定 率 行 排 施
に が わ 出 行
よ 基 れ ガ 規
り 準 た ス 則
平 エ 場 保 で
成 ネ 合 安 定
十 ル に 基 め
七 ギ お 準 る
年 ー け で も

ガ 以 施
ス 下 行
保 の 規
安 軽 則
基 油 で
準 自 定
で 動 め
施 車 る
行 の も
規 う の
則 ち に

年
車 げ 百 に三
の る 分 つ月
う 軽 の い三
ち 油 二 て十、 自 こ一 （
道 動 当 の日路 車 該 項ま運 に 取 ので送 あ 得 規の車 つ が 定間両 て 平 の

車 を 消 平
取 受 費 成
得 け 効 十
税 る 率 七
の も 以 年
税 の 上 電
率 以 で 力
は 外 あ 併
、 の る 用
当 軽 こ 重
該 油 と 量

成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出

十 消 る 施 の
月 費 第 行 の
一 効 七 規 う
日 率 十 則 ち
以 に 二 で 、
降 百 条 定 道
に 分 及 め 路
適 の び る 運
用 百 第 も 送
さ 二 七 の 車
れ 十 十 に 両

で 、 適
定 道 合
め 路 し
る 運 、
も 送 か
の 車 つ
に 両 、
適 法 エ
合 第 ネ
し 四 ル
、 十 ギ

に法 は 成 適行第 百 二 用わ四 分 十 がれ十 の 一 なた一 二 年 い場条 を 十 も
合の 、 月 の
に規 第 一 と
あ定 三 日 し
つに 号 か た
てよ に ら 場

取 自 。 車
得 動 基
が 車 準
平 の に
成 取 定
二 得 め
十 る（
二 前 窒
年 三 素
三 項 酸
月 、 化

許
容
限
度
」
と
い
う
。
）
の

る 五 八 適 法
べ を 条 合 第
き 乗 の す 四
も じ 規 る 十
の て 定 も 一
と 得 の の 条
し た 適 の
て 数 用 規
定 値 に 定
め 以 つ に
ら 上 い よ

か 一 ー
つ 条 消
、 の 費
エ 規 効
ネ 定 率
ル に が
ギ よ 基
ー り 準
消 平 エ
費 成 ネ
効 二 ル

はり 掲 平 合
、平 げ 成 に
百成 る 二 適
分二 軽 十 用
の十 油 二 さ
〇一 自 年 れ
・年 動 三 る
五十 車 月 べ
）月 に 三 き
を一 あ 十 同
そ日 つ 一 条

三 第 物
十 十 又
一 項 は
日 又 粒
ま は 子
で 第 状
に 十 物
行 一 質
わ 項 の
れ の 値
た 規 の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

れ の て り
た 自 は 平
排 動 、 成
出 車 こ 二
ガ の れ 十
ス う ら 一
保 ち の 年
安 、 規 十
基 窒 定 月
準 素 中 一

率 十 ギ
が 二 ー
基 年 消
準 十 費
エ 月 効
ネ 一 率
ル 日 以
ギ 以 上
ー 降 の
消 に も

れ以 て 日 又
ぞ降 は ま は
れに 百 で 第
控適 分 の 一
除用 の 間 項
しさ 一 に に
たれ 行 定（
率る 当 わ め
とべ 該 れ る

き す 取 た 率

と 定 十
き の 分
に 適 の
限 用 九
り が を
、 あ 超
第 る え
七 場 な
十 合 い
一 の こ

二
二
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三
二

鉄 第
道 一
事 項
業 に
又 規
は 定

二 一 な に
し い お
、 海 船 。 い
及 舶 て上
び の 読保
管 使 み安
理 用 替庁
す 者 え及

第 第（ （
ら 九 軽 類 九 軽
ず 条 油 似 条 油
、 の 引 品 の 引
次 四 取 を 四 取
項 の 税 含 の 税
に 四 の む 三 に
お 課 も 係
い 平 税 の 当 る

つ 七 る「
き 前 取 十 も
前 二 得 条 の
二 項 価 第 以
項 の 額 一 外
の 規 か 項 の
規 定 ら の 第
定 は 十 規 二

化 行 定 の
物 第 わ の で
の 二 れ 適 施
排 種 た 用 行
出 省 と が 規
量 エ き あ 則
が ネ に る で
平 ル 限 場 定

軌 す
道 る
事 も
業 の
を に
営 供
む す
者 る
及 軽
び 油
施 の
行 引

る が てび
航 当 準施
路 該 用行
標 船 す令
識 舶 る附
の の 法則
電 動 第第
源 力 百十
の 源 四条
用 に 十の
途 供 四二
並 す 条

て 成 免 と 分 み
読 二 除 す の な
み 十 の る 間 し
替 四 特 。 、 揮
え 年 例 第 発
て 三 ） 八 油
準 月 十 の
用 三 一 特
す 十 条 例
る 一 第 ）
第 日 三
八 ま 項

の 、 五 定 種
適 第 万 の 省
用 七 円 適 エ
を 十 を 用 ネ
受 四 控 に ル
け 条 除 つ ギ
よ 又 し い ー
う は て て 自
と 第 得 は 動
す 七 た 、 車
る 十 額 当 の
旨 五 」 該 取

成 ギ り 合 め
十 ー 、 の る
七 自 同 自 も
年 動 項 動 の
窒 車 中 車 を
素 の い（ 「
酸 エ 取 取 う
化 ネ 得 得 。
物 ル 価 を ）
排 ギ 額 除 で
出 ー 」 く 初
許 消 と 。 め

令 取
附 り
則
第
十
条
の
二
の
二
第

の
び る の二
に 軽 三第
公 油 十一
用 の 一項
又 引 第には 取 四規公 り 項定共 若すの しる用 く者に は

十 で に
一 に 規
条 行 定
の わ す
十 れ る
四 る 揮
第 次 発
一 に 油
項 掲 に
の げ は
規 る 、

そ 条 と 取 得
の 第 す 得 （
他 一 る が 第
の 項 。 平 四
施 若 成 項
行 し 二 か
規 く 十 ら
則 は 二 第
で 第 年 七
定 二 三 項
め 項 月 ま

容 費 あ ） て
限 効 る に 新
度 率 の 係 規
の が は る 登
四 基 、 第 録
分 準 七 等「
の エ 取 十 を
一 ネ 得 条 受
を ル 価 第 け
超 ギ 額 一 る
え ー か 項 も

二
項
に
規
定
す
る
者
が
鉄
道

が供 第航す 五路る 項標施 の識設 規法又 定
は に（

昭機 よ和械 る
二の 知
十電 事

定 軽 租
に 油 税
よ の 特
る 引 別
免 取 措
税 り 置
証 に 法
の 対 第
交 し 八
付 て 十
が は 八

る の 三 で
事 規 十 又
項 定 一 は
の に 日 前
記 よ ま 項
載 り で の
が 提 に 規
あ 出 行 定
る さ わ の
場 れ れ 適
合 る た 用

な 消 ら の の
い 費 三 規 以
も 効 十 定 外
の 率 万 の の
で に 円 適 第
施 百 を 用 一
行 分 控 に 種
規 の 除 つ 省
則 百 し い エ
で 十 て て ネ
定 五 得 は ル

用
車
両
又
は
軌
道
用
車
両

四源 の
年又 承
法は 認
律動 が
第力 あ
九源 つ
十の た
九用 場
号途 合
）で に
第施 限

あ 、 条
つ 第 の
た 八 六
場 十 の
合 一 規
又 条 定
は 第 に
法 一 よ
附 項 り
則 及 揮
第 び 発

に 申 と が
限 告 き あ
り 書 に る
、 又 限 場
適 は り 合
用 修 、 の
す 正 同 自
る 申 項 動
。 告 中 車

書 の「
に 取 取

め を た 、 ギ
る 乗 額 当 ー
も じ 」 該 自
の て と 取 動
を 得 す 得 車
い た る が の
う 数 。 平 取
。 値 成 得
） 以 二 （
で 上 十 第
初 の 二 四（

日
本
貨
物
鉄

二 道
三 株

式
会
社

二行 り
条令 、
の附 軽
規則 油
定第 引
に十 取
よ条 税
りの を
設二 課

の 置 さ

十 第 油
と二 二

条 項 み
の の な
二 規 さ
の 定 れ
四 に る
第 か 揮
二 か 発
項 わ 油

、 得 得
当 価 を
該 額 除
自 」 く
動 と 。
車 あ ）
の る に
取 の 係
得 は る
に 、 第

め 自 年 項
て 動 三 か
新 車 月 ら
規 の 三 第
登 う 十 七
録 ち 一 項
等 、 日 ま
を 窒 ま で
受 素 で の
け 酸 に 規
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十
一
第
四
項
又
は
第

十 あ 四 二 て「
法 る 第 項 準一
第 の 二 に 用条
百 は 項 お すの
四 に い る十 「
十 法 お て 施四
四 附 い 読 行」
条 則 て み 令と

る と 項 四 の
法 、 十 二中
第 第 三 十「
百 八 条 一施
四 十 の 第行
十 一 十 一令
四 条 五 項第
条 の 第 」四

備 同 と な「 「
」 免 、 附 い条
と 税 則 こ第 「
あ 軽 法 第 と二
る 油 第 九 と項
の 使 百 条 さ中
は 用 四 の れ「

者 十 四 る第「

２
五 四

第 供 に
八 施 す 農 あ
十 行 る 業 つ
一 令 軽 又 て
条 附 油 は は
の 則 の 林 、
十 第 引 業 施

五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

の 第 準 替 第あ
三 十 用 え 四る
十 二 す て 十の
一 条 る 準 三は
第 の 法 用 条「
四 二 第 す の附
項 の 百 る 十則
又 四 四 第 五第
は 第 十 八 第九
第 二 四 十 十条
五 項 条 一 三の
項 に の 条 項

の 十 十 と十
二 五 三 あ三
十 中 項 る条
一 」 のの「
第 法 と は十
一 第 あ五 「
項 百 る 法第
た 四 の 附九
だ 十 は 則項
し 四 第」 「
書 条 施 十と
」 の 行 二

附 証 四 の 軽八
則 を 条 四 油十
第 交 の 第 の一
九 付 二 一 引条
条 し 十 項 取の
の た 一 各 り五
四 日 第 号 にに
の か 二 に つ規
四 ら 項 掲 い定
第 平 」 げ てす
一 成 と る 準る
項 二 あ 」 用

二 十 取 を 行
か 条 り 営 令
ら の む 附
第 二 者 則
八 の 及 第
十 二 び 十
一 第 施 条
条 六 行 の
の 項 令 二
十 に 附 の
六 規 則 二
ま 定 第 第

す
る
。

四
」 お 二 の 」の
と い 十 十 と四
あ て 七 二 、第
る 読 第 第 第二
の み 二 一 八項は 替 項 項 十に え 」 後 一お「
法 て と 段 条い附 準 、 」 のて則 用 第 と 十読第 す 八 、 六

あ
と 二 令 条る
、 十 附 のの

一 則 二は「
施 第 第 の「
行 一 十 四施
令 項 条 第行第 た の 二令四 だ 二 項附十 し の に則三 書 二 お第条 」 第 い

」
各 十 る と すと
号 四 の 、 るあ
に 年 は 。る 「
掲 三 同 この 「
げ 月 法 条 のはる 三 附 の 場「用 十 則 」 合附途 一 第 と に則に 日 十 あ お第係 ま 二 る い九る で 条 の て

で す 十 三
、 る 条 項
第 事 の に
八 業 二 規
十 を の 定
一 営 二 す
条 む 第 る
の 者 四 機
二 が 項 械
十 同 に を
及 項 規 含み十 る 十 中「替二 法 一 法 「え条 第 条 第 第ての 百 の 百 八準二 四 二 四 十用の 十 十 十 一す四 四 第 四 条る第 条 一 条 の

第二 の 項 の 十
八項 三 中 二 二
十に 十 十 第

十の と 七 て条十 あ 項 読の五 る に み二第 の お 替の十 は い え二三 て て「 第項 法 準 準七」 附 用 用項と 則 す す
にあ 第 る る
おる 十 施 法

条機 」 の は 、の械 と 二 第「四、 、 の 同 八の車 同 四 項 十四両 条 第 の 一第又 第 二 」 条一は 五 項 と の
項設 項 に 、 十
各備 中 お 二「
号」 い 同 第「
にと 第 て 条 一

び に 定 む
第 規 す 。
八 定 る ）
十 す 者 の
一 る が 動
条 用 施 力
の 途 行 源
二 に 令 に
十 供 附 供
一 す 則 す
の る 第 る「

一お 一 法 七 一
条い 第 第 第 項
のて 四 百 二 後
十読 項 四 項 段
四み 又 十 」 」
」替 は 四 と と
とえ 第 条 あ あ
、て 五 の る る
第準 項 三 の の
八用 」 十 は は
十す と 一

いの 二 行 第
ては 条 令 百
準の 第 四「
用施 二 四 十
す行 の 十 四
る令 四 三 条
施附 第 条 の
行則 二 の 二
令第 項 十 十
第十 に 五 一
四条 お 第 第

掲、 八 準 に 項
げ第 十 用 規 中
る八 一 す 定 「
」十 条 る す 第
と一 の 法 る 八
、条 五 第 」 十
同の に 百 と 一
条十 規 四 あ 条
第四 定 十 る の
四第 す 四 の 五
項一 る 条 は に

規 軽 十 軽
定 油 条 油
は の の の
、 引 二 引
前 取 の 取
項 り 二 り
の 第
規 五
定 項
に に
よ 規「 「

一る 、 第 法 附
条法 同 四 附 則
の第 項 項 則 第
二百 第 又 第 九
十四 一 は 十 条
一十 号 第 二 の
第四 中 五 条 四
一条 項 の の「
項の 第 」 二 四

三 中 八 と の 第

十の い 十 一
三二 て 三 項
条の 読 項 」
の二 み 」 と
十第 替 と 、
五七 え 、 「
第項 て 同 施
九に 準 条 行

お 用 項 第 令
い す 」 三 第

中項 用 の 規「
中 途 二 同 定「

三に 十 項 す「
年法 係 一 各 る
」第 る 第 号 」
と百 機 二 に と
あ四 械 項 掲 あ
る十 又 」 げ る
の四 は と る の

条 設 は 、 」 は

つ 定
て す
軽 る
油 機
引 械
取 の
税 動
を 力
課 源
さ に

二
四
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第 第
八 八
十 十
一 一
条 条
の の
九 七
第 第

第 第 第
八 八 八
十 十 十
一 一 一
条 条 条
の の の
七 四 二
第 第

第 第 号条第
八 八 の八
十 十 二条
一 一 第第
条 条 一四
の 第 項項
二 六 第並
第 項 三び

３
の 八第 下 十 前八 欄 一 二条 に 条 項第 掲 の の四 げ 二 場項 る 十 合
字 二 に

三 二
項 項

又 を第項法 第
は 含五 第 八（
第 む項法百 十
八 。に第四 一
十 ）お百十 条

一 三
項 項

第 第 施 第
六 八 行 一
項 十 令 項
ま 一 第 第
で 条 四 三

一 号に
項 及第
第 び八
四 第十
号 四一

同 第 第
条 八 八

十 十
一 一
条 条

句 及 お
と び け
す 第 る
る 八 第
。 十 八

一 条
条 、第 の 第八 二 八十 十 十一 三 一条 の 条一 い四四 の

条 て十条 二
の 準四の
五 用条二

すの十
る二二
場十第
合五四

若 む四は第法 読第
し 。 法三第 み八第

の 十 号
九 三
第 条
三 の
項 四

第
一
項

規第 に第 す施 み第
定五 よ八 る行 替一

の の
二 五
十
二

こ よ第 第
れ り八 八

の 規 、十 定 第六 の 八ま 適 十で 用 一
に 条
つ の
い 二
て 、に第 は 第よ八 、 八く ） 第項百 替十四

は に 百の四 え一項
第 お 四規十 て条の
八 い 十定四 適の規十 て 四に条 用二定一 準 条よの さ（に条 用 のり二 れ附

よの す 二み十 る則
り五 る 十な二 場第
読又 法 五し第 合九
みは 第 第て四 を条

に項 り十 施令 え項
よま 読一 行附 て第
りで み条 令則 適三
読若 替の 第第 用号
みし え九 四十 さ（
替く て第 十条 れ附
えは 適三 三の る則
て第 用項 条二 場第
適六 さ のの 合九（
用項 れ附 四二 を条
さ る則 第第 含の（

ら 読十 十
の み一 一
規 替条 条
定 えの の

て二 五
適十 又
用二 は
さ 附（
れ附 則
る則 第
場第 九

り十 次 十読一 の 一み条 表 条替の の のえ十 上 四て六 欄 、準ま に 第用で 掲 八す（ げ 十る附 る 一場則 規 条附 百 五適項 含の替
則 四 項用 む四え （
第 十 さ法 。のて（
九 四 法れ附 ）四適
条 条 附る則 第用の の 則場第 三さ四 二 第合十 項れの 十 十を二 の

る四 二 二含条 規
場第 第 条むの 定
合一 四 の。二 に

れ附 場第 一九 む四
る則 合九 項項 。の
場第 を条 に ）四
合九 含の お 第
を条 む四 い 三
含の 。の て 項
む四 ）四 読 の
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）四 三 替 定
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項 規 準 り
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定
に

規 字 第定 八句
は 十
、 一
そ 条
れ の
ぞ 十
れ 七
同 、
表 第
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第
附 十 附 附 引 渡
則 一 則 則 取 若
第 条 第 第 税 し
十 及 十 九 の く
二 び 一 条 税 は
条 第 条 の 率 輸
の 十 及 五 は 入
二 二 び 第 、 が

第 （
売 九 軽 二第、 条 油 号八同 の 引 十条 四 取 一第 の 税 条四 五 の の項 税 二の 平 率 十

一第 第
号八 八
十 十
一 一
条 条
の の
二 二
十 十

第 第
八 八
十 十
一 一
条 条
の の
二 十
十 七を 条 第 四 第 行

削 十 項 八 わ
る 削 二 中 十 れ
。 除 条 一 た「

を 条 場（
次 昭 の 合
の 和 六 又
よ 五 の は
う 十 規 当
に 四 定 該
改 年 に 期
め 法 か 間

軽 成 の 三油 三 特 第若 十 例 一し 年 ） 項く 三 第は 月
燃 三 同 項料 十 条炭 一 第化 日 三水 ま 項素 で

三 三
第 第
一 一
項 項
第

法 同 項法 第
第 条 第 八
百 第 百 十
四 二 四 一
十 項 十 条

二

又第 書第 項法
は八 八 第
第十 十 百
四一 一 四
号条 条 十

る 律 か に
。 第 わ 軽

四 ら 油
十 ず 引
九 、 取
号 一 税
） キ の
」 ロ 特
を リ 別
削 ッ 徴
り ト 収

油 に
の 第
販 八
売 十
、 一
同 条
条 第
第 一
五 項 み同 第項 若 な条 三の し

四 四 の
条 条 七
の の 第
二 二 二
十 十 項
五 二
第 第
二 一

法 み同 第法 に第
第 な条 三第 よ八

の の 四
二 七 条
第 第 の
一 一 二
項 項 十
第 た 九
三 だ 第
号 し 一

むの第 項第 第法
。 八 の八 四第四

、 ル 義
に 務「

施 つ 者
行 き が
令 、 第
」 三 八
を 万 十

二 一「
施 千 条
行 百 第
規 円 六

し第 項炭 く て三 の化 は 適項 規水 第 用 定素 二 （
さ法 に油 項 れ附 よの に る則 り消 規 場第 み費 定 合十 な若 す を二 しし る 含条 てく 軽

百 し第 項百 り十
四 て二 の四 読一
十 適項 規十 み条
四 用 定四 替の（
条 さ法 に条 え七
の れ附 よの て第
二 る則 り二 適二
十 場第 み十 用項
五 合十 な二 さ（
第 を二 し第 れ附
二 含条 て一 る則

） 十 規十 項百第
一 定一 の四三
条 に条 規十項
の よの 定四の
二 り七 に条規
第 読第 よの定
一 み一 り二に
項 替項 読十よ
第 えた み九り三 てだ 替第読号 適し え一み

則 と 項
」 す の
に る 規
改 。 定
め に
る 該
。 当

す
る
に
至

むの 適は 油 。二 用第 の ）の さ八 引 四 れ十 取 第 る一 り 三 場条 、 項 合の 同 の を二 条 規 含第 第 定 む一 三 に 。項 項

項 むの 適項 場第
。二 用 合九（ （

法 ）の さ法 を条
附 四 れ附 含の
則 第 る則 む四
第 三 場第 。の
十 項 合十 ）四
二 の を二 第
条 規 含条 三
の 定 むの 項
二 に 。二 の

又 用書 て項替は さ 適（ （え第 れ附 用法
て四 る則 さ附
適号 場第 れ則
用 合九 る第（
さ附 を条 場十
れ則 含の 合二
る第 む四 を条
場九 。の 含の
合条 ）四 む二

つ
た
場
合
に
お
け
る
軽
油

よ ）各 の り燃号
の 料
軽 炭
油 化
の 水
消 素
費 油
、 の
譲 販

の よ ）の 規
四 り 四 定

をの 第 。の
含四 三 ）四

二
六
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得 「
税 施
に 行
つ 日
い 」
て と
は い
、 う

２ １（ （
自 施

改 動 こ 行
車 の 期 附正
取 条 日後
得 例 ） 則の
税 は山
に 、口
関 平県

等 項 び 附
の 及 に 附 則 附
額 び 附 則 第 則
」 」 則 第 十 第
と を 第 十 七 十
、 十 七 条 七「
附 第 七 条 の 条
則 二 条 の 四 の
第 十 の 四 第 四

附 第
則 附 十 附 附
第 則 七 則 則
十 第 条 第 第
七 十 第 十 十
条 七 一 七 五
の 条 項 条 条
二 の に 第 の
第 二 規 三 二

第 を 第
十 附 十 附「
五 則 平 四 則
条 第 成 条 第
第 十 二 第 十
一 五 十 一 四
項 条 五 項 条
に 第 年 に 第
規 二 十 規 三

な 。
お ）
従 以
前 後
の の
例 自
に 動
よ 車
る の
。 取

得
に

す 成税
る 二賦
経 十課
過 一徴
措 年収
置 四条
） 月例

一（
日以
か下
ら「
施

五 七 四 の 一 第
条 条 の 三 項 二
第 の 三 第 に 項
一 三 第 二 規 第
項 第 一 項 定 二
及 一 項 第 す 号
び 項 に 二 る 中
」 中 規 号 先 「
に 定 中 物 附「
改 山 す 取 則「
め 林 る 附 引 第
る 所 条 則 に 五

一 第 定 項 第
項 四 す 第 一
に 項 る 二 項
規 第 短 号 及
定 二 期 中 び
す 号 譲 第「
る 中 渡 附 二
株 所 則 項「
式 附 得 第 中
等 則 の 五 「
に 第 金 条 平
係 五 額 第 成

定 項 二 定 項
す 第 月 す 第
る 二 三 る 二
長 号 十 土 号
期 中 一 地 中
譲 日 等「 「
渡 附 」 に 附
所 則 に 係 則
得 第 改 る 第
の 五 め 事 五
金 条 る 業 条
額 第 。 所 第

対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取

改
行正
す後
るの
。条

例
」
と
い
う
。

。 得 約 第 係 条
金 適 五 る 第
額 用 条 雑 一
」 利 第 所 項
と 子 一 得 及
あ 等 項 等 び
る の 及 の 」
の 額 び 金 を
は 」 」 額 「

と を 」 第「
山 、 と 二

る 条 」 一 二
譲 第 と 項 十
渡 一 、 及 一
所 項 附 び 年
得 及 則 」 度
等 び 第 を 」
の 」 五 を「
金 を 条 第 「
額 第 二 平「
」 第 一 十 成
と 二 項 七 二

」 一 得 一
と 項 等 項
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）
の
規
定
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車
取
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額 条 条 五 三
並 第 の 条 第
び 一 三 第 一
に 項 第 一 項
附 及 一 項 中
則 び 項 及 「
第 」 中 び 山

、 十 及 条 十
附 七 び の 六
則 条 」 三 年
第 の に 第 度
五 三 改 一 」
条 第 め 項 に
第 一 る 中 改
一 項 。 め「
項 中 山 る
及 林 。「
び 山 所

及 条 五 条
び の 条 の
」 三 第 三
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改 一 項 一
め 項 及 項
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林 改 林
所 め 所

行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に

に
関
す
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部
分
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平
成
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四 同 得 る 額
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三 第 額 と
第 五 」 あ
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項 第 あ の
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」 林 得
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る 額 と
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と る
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る は
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得 、 得
金 同 金
額 条 額
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と 四 と
あ 項 あ
る 中 る
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対
し
て
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す
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七 自
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車
取
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四
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（
以
下
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定 中 は 山
す 林「 「
る 附 山 所
条 則 林 得
約 第 所 金
適 五 得 額
用 条 金 並
配 第 額 び
当 一 並 に

林「
山 所
林 得
所 金
得 額
金 並
額 び
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林 十 林
所 年 所
得 十 得
金 二 金
額 月 額
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び 十 び
に 一 に
附 日 附
則 」 則
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に
規
定
す
る
用
途
に

９
い の 条 交

こ て 交 の こ 付
の 読 付 五 の を
条 み の に 条 受
例 替 申 規 例 け
の え 請 定 の た
施 て と す 施 証
行 準 、 る 行 票

８ ７ ６
第 該

こ 八 こ 登 こ
の 十 の 録 の
条 一 条 特 条
例 条 例 別 例
の の の 徴 の
施 十 施 収 施
行 第 行 義 行

５ ４
の 収 第 条
十 こ 義 百 第 施
第 の 務 八 三 行
一 条 者 条 項 日
項 例 が の の 前
の の 改 二 燃 に
規 施 正 第 料 改
定 行 前 一 炭 正

３ （
特 例 同 軽
別 第 条 改 油
徴 八 第 正 引
収 十 三 後 取
義 一 項 の 税
務 条 の 条 に
者 の 燃 例 関
が 二 料 の す

係
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
に
あ

の 用 改 用 の と
際 す 正 途 際 み
現 る 後 に 現 な
に 改 の 係 に す
改 正 条 る さ 。
正 後 例 免 れ
前 の 附 税 て
の 条 則 軽 い
条 例 第 油 る
例 第 九 使 改
第 八 条 用 正
百 十 の 者 前

の 五 の 務 の
際 項 際 者 際
現 の 現 の 現
に 規 に 登 に
改 定 さ 録 改
正 に れ は 正
前 よ て 、 前
の る い 改 の
条 登 る 正 条
例 録 改 後 例
第 特 正 の 第
百 別 前 条 百

に の の 項 化 前
よ 際 条 各 水 の
る 現 例 号 素 山
特 に 第 油 口（
別 さ 百 第 の 県
徴 れ 八 三 販 税
収 て 条 号 売 賦
義 い 第 又 、 課
務 る 六 は 同 徴
者 改 項 第 条 収
の 正 の 四 第 条
登 前 規 号 四 例

改 第 炭 規 る
正 一 化 定 経
後 項 水 中 過
の 各 素 軽 措
条 号 油 油 置
例 の 引 ）（
第 第 販 取
八 三 売 税
十 号 、 に
一 又 同 関
条 は 条 す
第 第 第 る

っ
て
は
改
正
後
の
条
例
第
八

十 一 四 証 の
六 条 の の 条
条 の 四 交 例
第 十 第 付 第
一 二 一 の 百
項 第 項 申 十
の 一 各 請 六
規 項 号 に 条
定 の に あ 第
に 規 掲 っ 一
よ 定 げ て 項

十 徴 の 例 十
五 収 条 第 五
条 義 例 八 条
の 務 第 十 第
二 者 百 一 三
の の 十 条 項
規 登 五 の の
定 録 条 十 規
に の 第 第 定
よ 消 五 三 に
り 除 項 項 よ

録 の 定 を 項 （
の 条 に 除 の 以
申 例 該 く 軽 下
請 第 当 。 油 「
と 百 す ） 若 改
み 十 る の し 正
な 五 に 軽 く 前
す 条 至 油 は の
。 第 っ の 燃 条

一 た 消 料 例
項 場 費 炭 」

六 四 四 部
項 号 項 分
の を の は
規 除 軽 、
定 く 油 施
に 。 若 行
該 ） し 日
当 の く 以
す 軽 は 後
る 油 燃 に
に の 料 改

十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
規

り に る は の
交 よ 用 改 規
付 る 途 正 定
を 免 に 後 に
受 税 係 の よ
け 軽 る 条 る
て 油 免 例 免
い 使 税 第 税
る 用 軽 八 軽
免 者 油 十 油
税 証 使 一 使

交 の の の り
付 申 規 規 登
を 請 定 定 録
受 と に に 特
け み よ よ 別
て な る る 徴
い す 登 登 収
る 。 録 録 義
証 特 特 務
票 別 別 者
は 徴 徴 の

の 合 、 化 と
規 に 譲 水 い
定 お 渡 素 う
に い 若 油 。
よ て し の ）
る 課 く 販 第
特 す は 売 百
別 る 輸 、 八
徴 軽 入 同 条
収 油 が 条 第
義 引 行 第 一

至 消 炭 正
っ 費 化 後
た 、 水 の
場 譲 素 条
合 渡 油 例
に 若 の 第
お し 販 八
い く 売 十
て は 、 一
課 輸 同 条
す 入 条 第

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
免

軽 の 用 条 用
油 交 者 の 者
使 付 証 十 証
用 の の 二 の
者 申 交 第 交
証 請 付 一 付
は と の 項 の
、 み 申 の 申
改 な 請 規 請
正 す に 定 は
後 。 あ に 、

、 収 収 登
改 義 義 録
正 務 務 を
後 者 者 受
の の の け
条 登 登 て
例 録 録 い
第 の と る
八 消 み 者
十 除 な に
一 の す 係

務 取 わ 五 項
者 税 れ 項 若
の に た の し
登 つ 場 炭 く
録 い 合 化 は
の て 又 水 第
申 は は 素 二
請 、 施 油 項
は な 行 の に
、 お 日 消 規
改 従 前 費 定

べ が 第 一
き 行 五 項
軽 わ 項 若
油 れ の し
引 た 炭 く
取 場 化 は
税 合 水 第
に 又 素 二
つ は 油 項
い 施 の に
て 行 消 規

税
軽
油
使
用
者
証
と
、
改

の っ よ 改
条 て る 正
例 は 免 後
第 同 税 の
八 条 軽 条
十 第 油 例
一 二 使 第
条 項 用 八
の に 者 十
五 お 証 一

条 申 。 る
の 請 同
十 は 項
一 、 の
の 改 規
規 正 定
定 後 に
に の よ
よ 条 る
り 例 当

正 前 に 若 す
後 の 軽 し る
の 例 油 く 軽
条 に 引 は 油
例 よ 取 改 の
第 る 税 正 引
八 。 の 前 取
十 特 の り
一 別 条 、
条 徴 例 同

適 日 費 定
用 以 若 す
す 後 し る
る に く 軽
。 軽 は 油

油 改 の
引 正 引
取 後 取
税 の り
の 条 、

二
八
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を
第「

第 二
七 条
十 第
四 一
条 号
又 中

（
山 め 定 定

山 口 、 に め
口 県 各 よ る
県 収 号 り 金
収 入 を 読 額
入 証 削 み 」
証 紙 る 替 を
紙 条 。 え 「

（
め 山

附 る 附 附 山 口
則 金 則 則 口 県
第 額 第 第 県 税
十 」 七 三 税 賦
二 を 項 項 賦 課
項 中 及 課 徴「
中 当 び 徴 収「

免 一 用 一
税 項 途 こ 条
証 各 に の の
と 号 係 条 十
み に る 例 四
な 掲 免 の 第
す げ 税 施 一
。 る 証 行 項

則 定 条 正
第 す こ 例 後
九 る の 第 の
条 用 条 八 条
の 途 例 十 例
四 に の 一 附
の 係 施 条 則
四 る 行 の 第

は 「
第 第
七 百
十 十
五 六
条 条
第 の
一 二
項 第
」 一
に 項
、 」

条 例 て 上
例 の 適 場

一 用 株（
昭 部 さ 式
和 改 れ 等
三 正 る に
十 ） 改 係
九 正 る
年 後 課
山 の 税
口 条 譲
県 例 渡

該 平 第 収 条「
平 上 成 四 条 例
成 場 二 項 例 の
二 株 十 中 の 一
十 式 二 一 部「
二 等 年 平 部 を
年 に 十 成 を 改
十 係 二 二 改 正
二 る 月 十 正 す
月 課 三 二 す る
三 税 十 年 る 条
十 配 一 十 条 例

用 に の の
途 あ 際 規
に っ 現 定
係 て に に
る は 改 よ
免 改 正 る
税 正 前 免
証 後 の 税
に の 条 証
あ 条 例 の
っ 例 第 交
て 第 百 付

第 免 の 十 九
一 税 際 二 条
項 証 現 第 の
各 の に 一 四
号 交 さ 項 の
に 付 れ の 四
掲 の て 規 第
げ 申 い 定 一
る 請 る に 項
用 に 改 よ 各
途 あ 正 り 号
に っ 前 交 に

を「
第 「
六 第
百 八
九 十
十 一
九 条
条 の
の 十
二 三
十 第

条 第 所
例 二 得
第 十 等
八 六 の
号 条 金
） の 額
の 規 （
一 定 上
部 の 場
を 適 株
次 用 式

一 当 日 二 例 の
日 所 」 月 一（
」 得 を 三 平 部
を の 十 成 改「

金 平 一 二 正「
平 額 成 日 十 ）
成 の 二 」 年
二 百 十 を 山
十 分 三 口「
三 の 年 平 県
年 一 十 成 条

は 八 十 の
同 十 七 申
条 一 条 請
第 条 第 と
二 の 四 み
項 十 項 な
に 四 の す
お 第 規 。
い 四 定
て 項 に
準 の よ

係 て の 付 掲
る は 条 を げ
免 改 例 受 る
税 正 第 け 用
証 後 百 た 途
の の 十 免 に
交 条 七 税 係
付 例 条 軽 る
の 第 第 油 免
申 八 一 使 税
請 十 項 用 軽

」 一
を 項

」「
第 に
百 改
三 め
十 、
一 同
条 条
」 第
に 四

の が 等
よ あ に
う る 係
に 場 る
改 合 譲
正 に 渡
す は 所
る 、 得
。 そ 等

の の
適 金

十 ・ 二 二 例
二 二 月 十 第
月 」 三 三 三
三 に 十 年 十
十 改 一 十 三
一 め 日 二 号
日 、 」 月 ）
」 各 に 三 の
に 号 、 十 一
、 を 一 部「

削 次 日 を

用 規 り
す 定 交
る に 付
改 よ を
正 り 受
後 交 け
の 付 て
条 を い
例 受 る
第 け 免
八 た 税

に 一 の 者 油
あ 条 規 証 使
っ の 定 と 用
て 十 に み 者
は 四 よ な 証
同 第 る す に
条 一 免 。 あ
第 項 税 っ
二 の 証 て
項 規 の は
に 定 交 同

改 号
め 中
る 「
。 第

百
七
条
の
七
又
は

用 額
後 （
の 改
金 正
額 後
） の
を 条
い 例
う 附
。 則
） 第

「
次 る の 」 次
の 。 各 に の
各 号 改 よ
号 に め う
に 掲 る に
掲 げ 。 改
げ る 正
る 場 す
場 合 る
合 の 。
の 区

十 免 証
一 税 は
条 証 、
の と 改
十 、 正
四 改 後
第 正 の
四 後 条
項 の 例
の 条 第
規 例 八

お に 付 条
い よ の 第
て る 申 二
読 免 請 項
み 税 は に
替 証 、 お
え の 改 い
て 交 正 て
準 付 後 読
用 の の み
す 申 条 替

第
百
七
条
の

二 八
九 第

一
項
」

の 十
百 七
分 条
の の
一 二
・ 第
二 四
」 項
に の
改 規

区 分
分 に
に 応
応 じ
じ 当
当 該
該 各
各 号
号 に
に 定

定 附 十
に 則 一
よ 第 条
り 九 の
交 条 五
付 の に
を 四 規
受 の 定
け 四 す
た 第 る

る 請 例 え
改 と 第 て
正 、 八 準
後 改 十 用
の 正 一 す
条 後 条 る
例 の の 改
第 条 五 正
八 例 に 後
十 附 規 の
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二二
十十
一一
年年
三三
月月
三三
十十
一一
日日
発印
行刷

第 本
二 人
条 確
第 認
一 情
号 報
ト の

（ （
本 山
人 第 山 口 第
確 三 口 県 四
認 条 県 産 条
情 第 産 業 第
報 一 業 廃 二
の 項 廃 棄 項
利 中 棄 物 中

（ （
特 過

特 定 附 過 疎
定 非 則 疎 地
非 営 第 地 域
営 利 四 域 等
利 活 項 等 に
活 動 中 に お
動 法 お け「

発発
行行
人所

山山
口口
県

中 利
用「

第 及
七 び
百 提
条 供
の に
四 関
十 す
三 る
」 条
を 例

用 物 税「 「
及 税 条 第「
び 三 条 例 百
提 例 の 七
供 狩 一 条（
に 猟 平 部 の
関 税 成 改 七
す 」 十 正 」
る 」 五 ） を
条 を 年 「
例 山 第「
の 口 七

法 人 平 け る
人 に 成 る 県
に 係 二 県 税
係 る 十 税 の
る 県 一 の 特
県 税 年 特 例
税 の 三 例 に
の 特 月 に 関
特 例 三 関 す
例 に 十 す る
に 関 一 る 条
関 す 日 条 例

県知
事庁

定
価
一
箇
月

「 （
第 平
百 成
四 十
十 九
四 年
条 山
の 口
五 県
十 条
四 例

「
一 狩 県 十
部 猟 条 四
改 税 例 条
正 」 第 」
） 」 四 に

に 十 改
、 号 め

） る「
の 。「

四 三 一
部

す る 」 例 の
る 条 を 一（
条 例 昭 部「
例 の 平 和 改

一 成 三 正（
平 部 二 十 ）
成 改 十 九
十 正 四 年
四 ） 年 山
年 三 口
山 月 県

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

」 第
に 二
改 号
め ）
る の
。 一

部
を
次
の
よ

産 狩 を
業 猟 次
廃 税 の
棄 よ
物 う
税 に
」 改
」 正
を す

る「
。

口 三 条
県 十 例
条 一 第
例 日 五
第 」 十
三 に 九
号 改 号
） め ）
の る の
一 。 一
部 部

う
に
改
正
す
る
。

「
狩
猟
税
及
び
産
業
廃
棄
物
税

を を
次 次
の の
よ よ
う う
に に
改 改
正 正
す す
る る
。 。

」
」
に
改
め
る
。
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